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4 内容の取扱い  



（イ）交通社会で必要な資質と責任  

交通事故を防止するに軋 自他の生命を尊重するとともに，自分自身の心身の状態や車両  

の特性などを把握すること及び個人の適切な行動が必要であることを理解できるようにす  

る。また，交通事故には責任や補償問題が生じることを理解できるようにする。  

その際，高校生は，二輪車及び自動車の免許取得可能年齢となり，多くの者が近い将来，  

運転者として交通社会の一員となることを考慮し，加害事故を起こさない努力が必要である  

という視点を重視する。   

（卯安全な社会づくり  

事故のない安全な社会づくりには，環境の整備が重要であり，特に交通事故を防止するに  

は，法的な整備，施設設備の充実，車両の安全性の向上などの対策が必要であることを理解  

できるようにする。  

また，必要に応じて，自然災害などによる傷害や犯罪被害を防止する社会づくりについて  

も取り上げるよう配慮するものとする。  

なお，交通事故の防止の指弓削こ当たって乱 交適法規の詳細など範囲が広がりすぎないよう  

にし，二輪婁及び自動車を中心に取り上げるものとする。  

オ 応急手当  

の応急手当の意義  

適切な応急手当は，傷専や疾病の悪化を防いだり，傷病者の苦痛を緩和したりすることを  

理解できるようにする。また，自他の生命や身体を守り，不慮の事故災害に対応できる社会  

をつくるには，一人一人が適切な連絡・通報や運搬も含む応急手当の手順や方法を身に付け  

るとともに，自ら進んで行う憮度を養うことが必要であることを理解できるようにする。   

（イ）日常的な応急手当  

日常生活で起こる傷害や，熱中症などの疾病の際には，それに応じた体位の確保・止血・  

固定などの基本的な応急手当の手順や方法があることを実習を通して理解できるようにす   

けゝ肺癌生法  

心肺停止状態においては，急速に回復の可能性が失われつつあり，速やかな気道確保，人  

工呼吸，胸骨圧迫，AED（自動体外式除細勤番）の使用などが必要であることを理解できる  

ようにする。その際，気道確保，人工呼吸，胸骨圧迫などの原理や方法については，実習を  

通して理解できるよう配慮するものとする。  

なお，指導に当たっては，呼吸器系及び循環器系の機能については，必要に応じ関連付けて  

扱う程度とする。  

また，「体育jにおける水泳な＿どとの関連を図り，指導の効果を高めるよう配慮するものと  

する。   

＿迫）生涯を通じる健昼   
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生渡の各段階において健康についての課題があり，自らこれに適切に対応する必要があるこ  

と及び我が国の保健・医療制度や機関を適切に活用することが重要であることについて理解で  

きるようにする。   

ア 生涯の各段階における健康  

生涯にわたって健康を保持増進するにをも生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康   

管理及び環境づくりがかかわっていること。   

イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関  

生涯を通じて健康の保持増進をするには，保健・医療制度や地域の保健所，保健センタ  

45  
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ー，医療機関などを適切に活用することが重要であること。   

また，医薬品は，有効性や安全性が審査されており，販売には制限があること。疾病か   

らの回復や赤化の防止には，医薬品を正しく使用することが有効であること。  

ウ ニ様々な保健活動や対策   

我が国や世界では，健康課題に対応して様々な保健活動や対策などが行われていること。  

生涯の各段階においては，健康にかかわる様々な課題があり，それに対応して，個人や社会に  

求められる能力や機能なども異なっている。したがって，生涯にわたって健康に生きていくため  

には，生涯の各段階と健康とのかかわりを腐まえて，場面に応じた適切な意志決定や行動選択が  

10 不可欠であることを理解できるようにする必要がある。また，すべての段階において，保健・医  

療制度などの社会的資渡を適切に活用することは極めて重要であり，それらの仕組みや括用の仕  

方などに関して理解できるようにする必要がある。   

ごのため，本内容は，生涯の各段階における健康課題に応じた自己の健康管理及び環境づくり  

を行う必要があること，保健・医療の制度及び地域の保健・医療機関を適切に活用すること及び  

医薬品は有効性や安全性が審査されており，正しく使用することが有効であること，我が国や世  

界では様々な保鍵活動や対策が行われていることなどを中心として構成している。  

15  

ア 生涯の各段階における健康   

の思春期と健康  

思春期における心身の発達や健康課題について特に性的成熟に伴い，心理面，行動面が変   

化することについて理解できるようにする。また，これらの変化に対応して，自分の行動へ   

の責任感や異性を尊重する態度が必要であること，及び性に関する情報等への適切な対処が   

必要であることを理解できるようにする。  

なお，指導に当たっては，発達の段階を踏まえること，学校全体で共通理解を図ること，   

保護者の理解を得ることなどに配慮することが大切である。   

〝）結婚生活と健康  

健康な結婚生活について，心身の発達や健康状態など保健の立場から理解できるようにす  

る。  

その晩受精，妊娠，出産とそれに伴う健康課題について理解できるようにするとともに，   

家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについても理解できるようにする。また，   

結婚生活を健康に過ごすには，自他の健康への賓任感，良好な人間関係や家族や周りの人か  

らの支援，及び母子への健康診査の利用などの保健・医療サービスの活用が必要なことを理   

解できるようにする。  

なお，男女それぞれの生殖にかかわる機能について払必琴に応じ関連付けて扱う程度と  

する。  

35  
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（ウ）加齢と健康  

加齢に伴う心身の変化について，形態面及び機碓面から理解できるようにする。中高年期  

を健やかに過ごすためには，若い暗から，適正な体重や血圧などに関心をもち，適切な健康   

習慣を保つこと，定期的に健康診断を受けることなど自己管理をすることが重要であること  

を理解できるようにする。また，生きがいをもつこと，家族や親しい友人との良好な関係を   

保つこと，地域との交流をもつことなどが重要であることを理解できるようにする。  

さらに，中高年の健康状態，生活状況やこれらに対する種々の施策が行われていることを   

取り上げるとともに，高齢社会の到来に対応して，保健・医療・福祉の連携と給合的な対策  

が必要であることを理解できるようにする。  

なお，機能障害及び社会復帰を図るためのリハビリテーションについても触れるようにす  

る。   

イ 保健・医療制度及び地域の保健一医療機関   

の 我が国の保健・医療制度  

我が国には，人々の健康を守るための保健・医療制度が存在し，行政及びその他の機関な   

どから旗健に関する情報，医療の供給，医療費の保障も含めた保健・医療サービスなどが提  

供されていることを理解できるようにする。  

その際，介護保険，臓器移植，潜血鞄  

くイ）地域の保健・医療機関の活用  

生涯を通じて健康を保持増進するには，検診などを通して自己の健康上の探題を的確に把  

握し，地域の保健所，保健センター，病院や診療所などの医療機関及び保健・医療サービス  

などを適切に活用していくことなどが必要であることを理解できるようにする。  

また，医薬品にFも医療用医薬品と一般用医薬品があること，承認制度により有効性や安   

全性が審査されていること，及び販売に規制があることを理解できるようにする。疾病から   

の回復や悪化の防止には，個々の医薬品の特性を理解した上で使用法に関する注意を守り，   

正しく使うことが必要であることを理解できるようにする。その際，副作用については，予  

期できるものと，予期することが困難なものがあることにも触れるようにする。  
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30 ウ 様々な保健活動や対策  
我が国や世界では，健康の保持増進を図るために，健康課題に対応して各種の保健活動や対   

策が行われていることについて理解できるようにする。その際，日本赤十字社などの民間の機   

関の諸活動や世界保健機関などの国際機関などの諸活動について，ヘルスプロモーションの考   

え方に基づくものも含めて触れるようにする。また，このような活動や対策を充実するには，   

一人一人が生涯の各段階でそれらを理解し支えることが重要であり，そのことが人々の健康に   

つながることに触れるようにする。   

（3）社会生活と健康   

35  

社会生活における健康の保持増進には，環境や食品，労働などが深くかかわっていることか  
ら，環境と健康，環境と食品の保健，労働と健康にかかわる活動や対策が重要であることにつ  
いて理解できるようにする。   

ア 環境と健康  

人間の生活や産業活動lも 自然環境を汚染し健康に影響を及ぼすこともあること。それ  
らを防ぐに払 汚染の防止及び改善の対策をとる必要があること。   

イ 環境と食品の保健  

環境衛生活動は，学校や地域の環境を健康に適した．ものとするよう基準が設定され，そ   
れに基づき行われていること。また，食品衛生活動iも 食品の安全性を確保するよう基準  

40  
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平成21年7月28日開催血液事業部会運営委員会提出資料  

新型インフルエンザ（A／HINl）の国内発生に係る対応について  

○ 先般、国内において新型インフルエンザの発生が確認されたことを受け、新型イ   

ンフルエンザ患者等からの採血の見合わせ及び献血後に新型インフルエンザを発症   

した場合の対応等※1を、並びに、献血受け入れ体制確保及び医療機関への適正   

使用の要請等※2について日本赤十字社血液事業本部及び都道府県あて通知し   

たところ。  

※1「新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安全性確保について」（平成21年5  

月18日付け厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知）  

※2「新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安定供給確保について」（平成21  

年5月21日付け厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知）   



薬食血発0518001号  
平成21年5月18日  

日本赤十字社血液事業本部長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策課長  

新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安全性確保について   

新型インフルエンザの国内発生例が報告されたことを受け、貴職におかれま  

しては血液製剤の安全性確保の観点から下記の通り対応をお願いします。  

記  

1 献血希望者の発熱等の症状の有無の確認を一層徹底すること。また、「ウ  

エストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間の変更につい  

て」（平成16年7月13日、薬食発第0713008号）により通知した海外渡航歴の  

ある者の取扱いについても引き続き徹底されたい。  

2 献血希望者が新型インフルエンザに雁患の疑いのある患者（季節性インフ  

ルエンザを除く。）と7日以内に濃厚な接触があったことを申告した場合には、   

当該献血者に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。  

3 献血を行った者が、献血後7日以内に新型インフルエンザ患者又は新型イ   

ンフルエンザに罷患の疑いのある患者（季節性インフルエンザを除く。）と  

なった場合には、直ちに献血を行った赤十字血液センターに対し、献血を行   

った事実を伝えるよう、採血当日に献血者に周知すること。  

4 採血した血液が、献血を行った者又は医療関係者等からの献血後情報によ   

り新型インフルエンザに罷患している者の献血によるものと判明した場合、   

当該血液を血液製剤の原料としないこと。   

また、当該血液を原料とする血液製剤が既に医療機関に供給されていた場  

2   



合は、当該医療機関に対して遅滞なく当該献血後情報を提供するとともに、  

未使用の場合には当該製剤を回収すること。  

3   



薬食血発第0518002号  

平成21年5月18日  

都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策課長  

新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安全性確保について   

新型インフルエンザの国内発生例が報告されたことを受け、別添のとおり日  

本赤十字社血液事業本部長あて通知しました。貴職におかれましても、その趣  

旨を御了知いただきますようお願いいたします。  

4
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薬食血発第0521002号  

平成21年5月21日  

都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策課長  

新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安定供給確保について   

先般、国内において新型インフルエンザの発生が確認されたことを受け、「新型インフ  

ルエンザの国内発生に係る血液製剤の安全性確保について」（平成21年5月18日付け  

薬食血発第0518001号厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知）により、新型インフルエン  

ザ患者等からの採血の見合わせ及び献血後の新型インフルエンザ発症時の対応等を日本赤  

十字社血液事業本部長あてお願いしているところである。   

今般の兵庫県及び大阪府赤十字血液センターの献血確保量に関する調査結果を受け、日  

本赤十字社血液事業本部長あて通知（別添1）したところである。調査結果（別添2）に  

よると、特に移動採血の実績に影響が見られることから、血液製剤の供給が滞ることのな  

いよう、貴職におかれても、貴管下市町村及び日本赤十字社血液センターと連携を図りつ  

つ、下記の方策について特段の御配慮をお願いする。  

記   

（1）献血者及び献血実施場所の確保を図り、献血受入体制に万全を期すること。   

（2）医療機関に対して、血液製剤の適正使用を要請すること。  

5   



別添1  

薬食血発第0521001号  

平成21年5月21日  

日本赤十字社血液事業本部長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策課長  

新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安定供給確保について   

先般、国内において新型インフルエンザの発生が確認されたことを受け、「新型インフ  

ルエンザの国内発生に係る凪液製剤の安全性確保について」（平成21年5月18日付け  

薬食血発第0518001号厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知）により、新型インフルエン  

ザ患者等からの採血の見合わせ及び献血後の新型インフルエンザ発症時の対応等をお願い  

しているところである。   

今般の兵庫県及び大阪府赤十字血液センターの献血確保量に関する調査結果を受け、貴  

社血液事業本部に設置されている新型インフルエンザ対策本部において、血液製剤の供給  

が滞ることのないよう下記の方策を実施すること。なお、これらの方策については、貴管  

下各血液センターと十分に連携を図り、その実施に遺漏なきを期するとともに、その実施  

状況について随時報告されたい。  

記   

（1）都道府県、市町村等に対して、献血者及び献血実施場所の確保について支援を依頼  

し、献血受入体制に万全を期すること。   

（2）血液製剤の安定供給を維持するため、採血、供給、在庫の状況を迅速に把握し、血  

液製剤の供給に不足をきたすことのないよう全国の血液センター間での融通を図  

るなど適切な対応に努めること。   

（3）医療機関に対して、血液製剤の適正使用を要請すること。  
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新型インフルエンザ惑染着発生に伴う献血状況  

兵慮興赤十字血液センター  単位人  

5月16日（土）  5月17日（日）  5月18日（月）  5月19日（火）  5月20日（水）  音†  
施設名  種別  

当初計酉  実績  蓋井  ％  当初吉十善  実♯  蓋異  ％  当初計竜  実績  差異  ％  当初計舌  実績  ま異  ％  当初計曹  業績  差井  ％  当初吾十善  実績  差異  ％   

200mL   8  10   2  125．OI  10   3  －7  30．0，も   7   9   2  128，硝   7   7   0  100．OIi   6  12   6  200．0％  38  41   3  107．9％  

400nl」   128  87  －41  ●エl．1  152  88  －86  4ユ．4％    38  一丁3  34．ヱ％    ㊦3  －48  5も8％  100  127  27  127．0％  602  38l  －2ヱl  63．3％  

そう‾l：－  g4  94   0  100，肪  95  75  －20  78．9l  81  59  －22  72．8，も  81  5丁  －24  70、4％  68  88  2ヱ  1333％  41丁  373  －44  89．4％  

PPP   117  9ユ  －24  79．5l  98  55  －43  58．†％  87  48  －11  529％  88  55  －33  62．5Iら  89  57  －12  82．鍋  459  306  －153  66一門i  

計   34丁  之糾  1氾  8l，8■  訳路  199  －1馳  ！絡．1l  28¢  152  －1封  さ3．1t  28了  18之  －105  」，ヰヽ  之－＝  28l  13  11丁月l  1．5沌  1．1（】l  一115  丁2劇   

200mL   26  18  －8  892Ii   5   9   4  180（織  20    －9  550％  31   19  

移動採血  298   

計   Zユ1  亭ユ7   8  l悦郎  Zlヰ  lコヱ  「9ユ  5丁膿  ヱ52  128  ーほ亭   弧鱒  381  315  →lO   8TJl   315  18l  一131  58Jl  1．ユ73  800  －573  58ユl   

※太枠は、兵書■内で感染者が書認された日以降を示す  

大阪府赤十字血液センター  単位人  

5月16日（土）  5月17日（日）  5月柑日（月）  5月19日（火）  5月ヱ0日（水）  計  
施設名  種別  

当初計藷  業績  差異  ％  当初計考  業績  差異  ％  当初計琶  実績  差異  ％  当初計育  実績  差異  ％  当初計竜  実績  差■  〔沌  当初言十再  実績  差異  ％   

200mL   9   5  －4  55．鍋  12   109．1l   6   8   2  133．3鶉   8   3  －5  37．5）ら   9 ll1 2  122ヱ％  4こ）  39  －4  90．7％  

400mし   178  157  －21  88－2Ii  239  210  －29  87．9％  155  沌2   104．5％  19ヱ  175    91．1％  184  219  35  119．0％  948  923  －25  97．硝  

固定絶技  187  168  －19  89．8l  139  178  39  1281％  96  99   3  103．1％  143  142    99．3％  143  158  13  109．1％  708  743  35  104．9％  

PPP   180  229  43  1231I  209  135  －74  84．＄％  128  84  －44  85．8％  182    －51  8a．51  川4  123  －2†  85．4％  829  682  －147  82、3）も  

雷十   5郁  559    89月l  598  535  ー03  80，5l  朋烙  353  j2  別．乃  ∝椅  13l  ーTl  肪鱒  4抑    29  100劇  乙528  乙387  －11＝  91Jl   

200mし   1Z  28   14  21671  29  55  2¢  189．71  Z9  12  －17  41．4l  30  36   8  120．0ヽ  30  ヰ1   5  113．9％  138  170  34  125，0％  

移tl採血                                                     400mL   349  33こl  －1¢  95，4㌔  888  488  －220  88．0ヽ  ¢31  487  －144  77．2策  538  419  －1†9  77．9％  649  774  1ヱ5  119．3％  Z、855  之．481  －374  88、9≠  

計   38l  359  －2  ！怜．4l  T17  523  －19l  丁乙9l  000  l的  －1引  75．8t  588  ヰ55  －113  ′00，1l  085  815  130  1柑」叩  乙！柑l  乙851  ーユヰ0  88βl   

－、J  

※太枠は、大阪府内で感染者が湿された日以降を示す   
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尻本葬十手棚  
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● 献血ルームにおける新型インフルエンザ発生から1週間（5／16－22）の献血状況   

PC（血小板）成分献血は、有効期間の短い血小板製剤の安定供給を図るために優先的に確保したことから、ほぼ当初計画どおりの献血   

実績となっている。また、可能な限り全血献血確保にも努めたことから、一時的にPPP（血祭）成分献血に減少がみられたが、5／21付  

の国から発出された通知以降、関係自治休等も連携しながらその確保を行うことができた。  
● 移動採血での新型インフルエンザ発生から4日間（5／16－19）の献血状況   

全血献血は、大学等の休校や事業所等の協力延期等により、特に発生から4日間（5／16－19）で当初計画の75％となったことから、全国   

的需給調整（2，000∪）により、適正在庫を維持することができた。  

● 新型インフルエンザ発生当初以降、発生地域を有する血液センターにおける日々の献血状況は、毎日、厚生労働省へ報告している。   



2¢¢9．07．†○  

β．事赤十字放慮疲事業本ガ  

新型インフルエンザ国内発生当初の献血状況  

（兵庫・大阪）  

q⊃  
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● 献血ルームにおける新型インフルエンザ発生から1週間（5／16－22）の献血状況  

PC（血小板）成分献血は、有効期間の短い血小板製剤の安定供給を図るために優先的に確保したことからこほぼ当初計画どおりの献血  

実績となっている。また、可能な限り全血献血確保にも努めたことから、一時的にPPP（血渠）成分献血に減少がみられたが、5／21付  

の国から発出された通知以降、関係自治体等も連携しながらその確保を行うことができた。  
● 移動採血での新型インフルエンザ発生から4日間（5／16－19）の献血状況   

全血献血は、大学等の休校や事業所等の協力延期等により、特に発生から4日間（5／16－19）で当初計画の△710人となったことから、  

全国的需給調整（2，000∪）により、適正在庫を維持することができた。  

● 新型インフルエンザ発生当初以降、発生地域を有する血液センターにおける日々の献血状況は、毎日、厚生労働省へ報告している。   



2〃¢9．07．†¢  

庁≠赤十手棚  

新型インフルエンザ国内発生以降の献血状況（対当初計画比）  

（発生都道府県）  

、一l  

5／16171819 202122 23 24 25 26 27 28 29 30 316／12 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718  

● 新型インフルエンザ発生当初以降、発生地域を有する血液センターにおける日々の献血状況は、毎日、厚生労働省へ報告している。   



薬食血発0828第2号  

平成21年8月28日  

都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省医薬食品局血液対策級長  

新型インフルエンザ国内蔓延時における血液製剤の安定供給確保に向けた対応について   

先般、国内において新型インフルエンザの発生が確認されたことを受け、「新型インフ  

ルエンザの国内発生に係る血液製剤の安定供給確保について」 （平成21年5月21日付  

薬食血発第0521002号厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知）により、献血受入体制の確  

保及び医療機関への血液製剤の適正使用の要請による血液製剤の安定供給確保について、  

貴職あて特段の御配慮をお願いしたところである。   

一方、平成21年7月28日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部  

会運営委員会において、 「新型インフルエンザの蔓延時等における献血蒐の確保について」  

（別添）のうち、「1．官公署・企業等における事業所献血の推進」、 「2．複数回献血  

者への緊急的な呼びかけ」及び「3．医療機関における適正使用の更なる推進」が了承さ  

れたところである。   

日本赤十字社においては、現在の新型インフルエンザの流行状況に鑑み上記対策が開始  

されているところ、貴職におかれても、資管下市町村及び日本赤十字社血液センターと連  

携を図りつつ、下記の方策について特段の御配慮をお願いする。  

記  

（1）官公署・企業等における新たな事業所献血の受入れ先を確保するとともに、既に御   

協力をいただいている事業所に対して再度の事業所献血の受入れ依頼を行い、献血者   

の確保に努めること。   

（2）日本赤十字社が行う、複数回献血クラブ会員に対する電子メールによる献血依頼に   

関する広報等を支援すること。   

（3）医療機関に対して、血液製剤の適正使用の更なる推進を要請すること。  

－ト   
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β本葬ナ字㈱  

平成21年7月28日開催血液事業部金運営委員会提出資料抜粋  

［垂二可  

新型インフルエンザの蔓延時等における  

献血量の確保について  

－2－   
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β本彦ナ事故虚彦棚  

1．官公署■企業等における事業所献血の推進  

（1）官公署における献血協力状況を把握し、新型インフルエンザの影響による献血  

者確保の緊急的な献血実施場所として、必要に応じて出張採血による受入体制  

も考慮した献血協力を求める。  

平成20年度官公署献血状況（全国）  単位：人  

献血協力回数／年   献血協力官公署数   献血者数   

1回   2，512   45，269   

2回   3，030   131，149   

3回以上   1，733   293，967   

合計   7，275   470，385   

（献血者確保シミュレーション）   

協力回数が1回／年の官公署において、再度献血のお願いをした場合。   

理論値上、約45，000人の献血者を確保することが可能と推計され、400mL献血  

率86．4％（20年度全国平均）を考慮すると84，000∪の確保量となる。  

赤血球製剤の供給実績（平成20年度）は、6，080，000∪／年（平均16  700∪／日）  

であることから、5．0日供給分の確保に相当するものと推計される。   

また、今般の新型インフルエンザ発生初期の献血当初計画に対する献血実績75％  

を想定した場合は63，100∪（3．8日供給分）、さらに献血当初計画に対する献血実  

績を60％まで下方修正した場合は、50，400∪（3，0日供給分）の確保が可能と推計  

される。  

献血者数（理論値）  単位：人  

応諾率  

100％ ▲   75％   60％   

200mL   6，000   4，500   3，600   

400mL   39，000   29，300   23，400   

計   45，000   33，800   27，000   

200mL換算（∪）   84，000   63，000   50．400   

供給量   5．0日供給分   3．8日供給分   3．0日供給分   

－3－   



20¢タ．¢乙丁（I  

β康彦ナ事故血湘   

（2） 事業所献血を実施している企業に対しては、上記（1）と同様、必要に応じて出  

弓長採血による受入体制の考慮、また献血者の受入時間延長等を含めた固定施設  

での体制を整えるなど、緊急的な献血の依頼を行う。  

平成20年度一般企業等献血状況（全国）  単位：人  

献血協力回数／年   献血協力一般企業数   献血者数   

1回   17．090   517，744   

2回   10，475   685，658   

3回以上   3，559   1，816，320   

合計   31，124   3，019，722   

（献血者確保シミュレ「ション）   

協力回数が1回／年の一般企業等において、再度献血のお願いをした場合。   

理論値上、約518，000人の献血者を確保することが可能と推計され、400mL献  

血率86．4％（20年度全国平均）を考慮すると966，000∪の確保量となる。   

赤血球製剤の供給実績（平成20年度）は、6，080，000∪／年（平均16、700∪／日）  

であることから、57．8日供給分の確保に相当するものと推計される。   

また、今般の新型インフルエンザ発生初期の献血当初計画に対する献血実績75％  

を想定した場合は724，500∪（43．4日供給分）、さらに献血当初計画に対する献血  

実績を60％まで下方修正した場合は、50，400∪（34，7日供給分）の確保が可能と  

推計される。  

献血者数（理論値）  単位：人  

応諾率 

100％   75％   60％   

200mL   70，000   52，500   42，000   

400mし   448，000   336，000   268，800   

計   518，000   388，500   310，800   

200mL換算（∪）   966，000   724，500   579，600   

供給量   57．8日供給分   43．4日供給分   34．7日供給分   

－4－   
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β本彦ナ字㈱  

2．複数回献血者への緊急的な呼びかけ  

（1）複数回献血クラブ会員に対し、献血の確保状況や在庫状況などの情報提供を行  

うとともに、電子メールにより献血依頼要請を行う。   

平成21年3月末現在の複数回献血クラブ会員数（全国）は169，100人となってい  

る。当該クラブ会員における献血協力状況について、東京都赤十字血液センターが分  

析したデータを以下に示す。  

メールクラブ運用状況（平成20年度，東京都赤十字血液センター）   単位：人  

成分献血   全血献血   計   

献血依頼数   64，032   1乙791   76，283   

献血受付数   2乙339   2，481   24，820   

採血数   20，155   2，244   22，399   

受付率   34．9％   19．4％   32．5％   

採血率   31．5％   17．5％   29．4％   

（献血者確保シミュレーション）   

当該クラブ会員169，100人に対して献血依頼をした場合の理論値上の献血者数を  

推計すると、成分（PC）献血については26，300人、また全血献血では28，000∪の  

確保量となる。   

血小板製剤の供給実績（平成20年度）は、733，000本／年（平均2  000本／日）であ  

ることから、13．1日供給分の確保が可能と推計される。   

また赤血球製剤の供給実績（平成20年度）は、6，080，000∪／年  

であることから、1．7日供給分の確保が可能と推計される。  

（平均16  700∪／日）  

献血者数（理論値）  単位：人  

固定施設（PC）   移動採血（全血）   

クラブ会員数   169，000   

献血者受入割合   49．4％   50．6％   

献血協力依頼対象数   83，500   85，500   

採血率   31．5％   17．5％   

200mし 2，000  

献血者数（理論値）   26，300  400mL13，000  

200mL換算28，000∪   

供給量   13，2日供給分   1．7日供給分   

一5－   
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上記1．およぴ2．は、理論値上の献血確保量推計であることから、これらを一指  

標として、以下の対応策について検討する必要があるものと考える。  

①新型インフルエンザ蔓延時を想定し、献血協力に係る官公署およぴ一般企業等   

への事前の広報・渉外活動について、国および各都道府県等と連携しながら展   

開すること。  

②新型インフルエンザ蔓延時における献血確保状況や血液製剤在庫状況を踏まえ、   

計画的・継続的な献血協力をお願いするための有効な広報展開を行うこと（例：   

NHKでの定期的報道等）。  

③新型インフルエンザの秋季発生を想定し、赤血球製剤の有効期間（採血後21   

日間）を考慮した在庫管理として、予め適正在庫量の上乗せを図るなど、発生   

当初に予想される献血確保量減少を抑制する方策を実施すること。  

④新型インフルエンザ蔓延時に献血協力のお願いをした場合は、可能な限り公共   

交通機関を使用せず、職員による送迎やタクシー等を利用する等の対応を図る  

こと。  

－6－   
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3．医療機関における適正使用の更なる推進   

図1は、平成19年から平成21年における赤血球製剤の在庫推移を示したグラ  

フである。年間を通して適正在庫を維持しており、需要に見合った採血がなされ、  

医療機関への安定供給が図られている。   

図1赤血球製剤在庫の推移（全国集計）  （u）   

150．（工X）  

平成19年  

・・■－－・・一半成20年  

－1トーー平成21年  

一 遇正在庫（8り65∪）  

一連憲報水準（7肪）  

叫 誓細水空（6C艶）  

130．（1X）  

シミュレーション対妹灘描1  

●－－－＝＝、 ■■－、 
●● ●  

ン主君幸願水準   

警摘水遭 －  

人サ  ．サ  ♂  ,9 ㌔   ㌔  や  ㌔  ㌔  ♂  や  、㌔   

今回、20年度の赤血球製剤実在庫を基に、新型インフルエンザの蔓延時を想定  

した当該製剤在庫のシミュレーションを行った（図2）。前提条件は以下のとおり  

である。  

（前提条件）  

・蔓延日と蔓延エリアは以下のとおりとした。  

No．   蔓延日   蔓延エリア   

口  10／01～8週間  東京都   

2  10／07～8週間  東京ブロック全域に拡大   

3  10／14～8週間  愛知■大阪ブロック全域に拡大   

4  10／21～8週間  宮城・岡山・福岡ブロック全域に拡大   

・シミュレーション対象期間は10～12月とした。  

－7－   
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図2 新型インフルエンザ蔓延時の赤血球製剤在庫シミュレーション（全国集計）  

ハ■トン   献血減少率   供給減少率（適正使用）  献血確保必要数（∪）   

A   0％   160，000   

B  固定施設5～10％  10％   70，000   

C  移動採血15～20％  15％  30．000  

D  20％  0   

・A→発生後3週目に適正在庫、4週目に注意報・警報水準を下回る。  

・B→発生後5週目に注意報・警報水準を下回る。  

・C→発生後7～10週目の間は注意報と警報水準の間で推移しているが、その後  

回復し11遇後には適正在庫に回復する。  

・D→発生後も適正在庫を下回ることなく、昨年同様の在庫推移となる。   

このことから、新型インフルエンザ蔓延時における血液製剤の安定供給について  

は、上記1・および2・による献血者確保対策を推進することはもとより、医療機関  

における血液製剤の更なる適正使用の推進も必要不可欠であることから、国および  

関係機関に対して事前に依頼し、調整しておくことが重要であると考える。  
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4．海外滞在歴による献血制限の緩和  

（1） 輸血用血液製剤及び血菜分画製剤ごとの緩和  

免疫グロブリン製剤・アルブミン製剤用原料血渠（N原料）を対象とした場合  

①献血制限の緩和でのPPP献血によるアルブミン・グロブリン製剤用原料血紫（N   

原料）として確保される量は極めて少量であり、献血制限緩和の有用性は低い   

ものと考える。   

下表のとおり、平成20年度における原料血祭受入総量102．3万Lに対する  

PPP献血由来のN原料血祭受入量は、6，1万L（全体の6，0％）であり、全体量  

に対する割合は極めて低い。   

しかも、PPP献血者の受入施設が、献血ルーム等の固定施設で、当該施設に  

おける主体的な献血がPC献血、PPP献血（FFP5）並びにPPP献血（C原料，  

凝固因子製剤用原料血疑）であり、先の新型インフルエンザ国内発生時と同様  

に、状況に応じてPC献血を優先して採血する必要があることから、献血制限  

緩和による増加が期待できない。  

★21年度原料血祭確保目標においても、原料血焚確保目標総量100万L（C原料79．7万  

L，N原料20．3万L）に対するPPP献血由来のN原料血祭送付量は、4．2万L（全体  

の4．2％，推計）を見込んでいる。  

原料血焚受入量（献血種別，20年度実績）  単位：L  

★PP・・■プール血発  

血液保存液（CPD液又はACD－A液）を混合したヒト血液から分離した血奨や、成分採  

血に由来する血液保存液（ACD－A液）が含まれた血焚を混合した血焚で、－200c以下で  

の凍結保存により有効期限は製造後4年間とされ、人血清アルブミン等の血祭分画製  

剤の製造で使用される。  

－9－   
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②ppp（N原料）から製造される血渠分画製剤には、アルブミン製剤・免疫グロ   

ブリン製剤の他、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体や乾燥濃縮人アンチトロンビ   

ンⅢ等も製造されていることから、献血制限の緩和は慎重に検討する必要があ  

る。  

（2）欧州滞在期間の緩和（全ての輸血用血液を対象）  

①日本赤十字社が平成17年3月16～22日に行った調査では、8都道府県（北海 、   

道、宮城、東京、愛知、大阪、岡山、福岡、神奈川）における献血受付者34，730   

人のうち、英国に1日以上滞在歴がある者の数は1，177人（献血受付者の3．42％）、   

1ケ月以上滞在歴がある者の数は78人（同0．23％）であった。  

②一方、英国渡航歴1泊以上の献血制限導入後、日本赤十字社が平成19年6月1   

～10日に全国の献血受付者を対象に行った調査では、全国における献血受付者   

168，055人のうち、英国に1泊以上滞在歴がある者の数は544人（献血受付者   

の0・32％）となっており、当該献血制限への認識が献血者に定着してきたもの   

と考えられる。   

また、滞在期間不明者115人を除く429人のうち、1週間以内の滞在歴がある   

者は343人（80．0％）、2週間以内の滞在歴があるものの数は381人（88．8％）   

であり、大半は1～2週間以内の短期の滞在であることが推定される（図3）。  

人  
図3英国1泊以上と回答した献血不適者の英国滞在期間  

、＝ゝち＝もちや……ややネやややゃサやせやや¢やややす㌔Day   

以上のことから、平成20年度献血受付者（約620万人）を基に推計すると、  

2週間以内の滞在歴を献血制限の緩和対象とした場合、理論値上は約18万人の  

9  
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増加が見込まれる。  

（3） 血液事業統一システム関連  

①現行の血液事業統一システムでの運用の可能性  

現行の血液事業統一システムでは、海外渡航歴の有無および英国に1泊以上   

滞在についての情報はシステムに保存されているが、これらの情報は問診票の   

画像記録として保存している。  

従って、英国に1泊以上滞在したかの設問に「はい」と回答した献血申込者   

においては、国・都市名及び期間を受付担当者が目視で個々に確認するしか方   

法がない。現状で目視確認よるチェックは、見落としや錯誤の危険性を排除で   

きず、基準外採血のリクスが高くなる。  

また、その後の製造工程や出荷時でのチェックで前記リスクを排除する可能   

性については、当該情報が献血者の個人情報として扱われていることから、そ   

れらの担当部門では情報を参照する権限が無く、エ程に確認一チェック機構を   

組み入れることが出来ない。以上から、献血受付時の問診票目視確認を前提と  

した運用は、献血受付後のチェック機構が働かず十分な安全性が担保できない。  

（現在の問診項目）  

「廟狛十両加二一三）！う：芋∴川i言 ′抽1・トま．．、．∫一打十仁十∴J．11；ノしでい／ここと  
仁tJ十し－仁1ナか  

ト㌣わーLこt‘、∴二rlソ．、．‡l舅，調削てト㌻   
し1二」，よニ■l二7）・て上＝きも”1（りl附芯1でt】∴1、・  

－、： 

： 

音7  

なお、現在、日本赤十字社では過去の基準変更により複雑化した問診項目に  

ついて、重要度や内容により、現行の画像記録から詳細な個々のデータとして  

記録するために、問診票に係るシステムの改修を予定している。   

このシステム改修完了後は、海外渡航歴の設問を現行の画像としての記録か  

ら、より詳細な個々のデータとして記録するため、受付を含む製造、出荷の各  

工程でシステムでのチェックが可能となる。  

（問診票改訂案の問診項目）   

14海外から帰国（入国）して4週間以内ですか。  

1年以内にヨーロッパ・米国・カナタ以外の外国に滞在しましたか。  

（匡巨岩  ）   

4年以内にヨーロッパ・米国・カナダ以外の外国に1年以上滞在しましたか。  

（国名  

；・．∴  

）  

個   

17英国に1980（昭和55）年～199臥平成8）年の問lこ1泊以上清：在しましたか。  

ヨーロッパ（夷国も含む）に19日O年以降通貫6カ月以上滞在しましたか。  

名  ）  

一11－   
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②血液事業統一システム改修の可能性  

血液事業続－システムの改修は可能であるが、対象プログラムの改修に要す   

る範囲・難易度の調査、費用及び改修期間の算出は改修要件概要に基づきシス   

テム開発業者が実施する。この調査・算出には、およそ1．5カ月程度を要し、   

その後に契約に基づいた実際の改修作業（開発・テスト）の期間が加わるため、   

今秋までの改修完了は事実上不可能である。  

本件の対象プログラムの改修範囲が、上記①に記した問診票に係るシステム   

の改修と重複すると思われることから、以下のとおり改修時期の検討が必要で   

ある。  

a．献血制限緩和に関するシステム改修を優先する   

上記（Dのリスクは、問診票改訂に係るシステム改修まで解消しない。  

b．問診票改訂に係る改修作業と並行して行う   

上記①のリスクは解消するが、問診票改訂時期が想定より延びる。  

c．問診票改訂に係る改修作業を優先する   

問診票改訂完了後の作業着手となるため、本件のシステム改修にさらに期   

間を要する。   

★a．b．c．は、献血制限緩和運用開始可能時期の早い順とした。   

★上記の改修期間等については現在調査中である。  

㌃
 
 
 



2¢09．¢7．TO  

β木炭ナ事故血許桝  

5．その他   

新型インフルエンザの蔓延時等における献血者の確保については、PC献血および  

全血献血の優先的な確保に伴い、PPP献血の減少による新鮮凍結血渠（FFP5）およ  

び原料血祭確保量の低下が予想され、貯留保管期間（6ケ月）後の出荷時に影響を及  

ぼすことにも留意する必要がある。  

6．まとめ   

献血者確保対策については、国や地方公共団体等との協力のもと、必要な献血者数  

を確保する可能な対策を取ることと、医療機関における輸血用血液使用量の削減等の  

対策が必要不可欠である。   

また、海外滞在歴による献血制限の緩和（全ての輸血用血液を対象）については、  

新型インフルエンザの蔓延時等において一定の有用性はあるものと考えられる。その  

場合は、献血者の基準外採血のリクスを回避するために血液事業統一システムの仕様  

変更が必要となる。   

なお、今般の新型インフルエンザの蔓延時等における献血量の確保については、血  

液事業運営委員会で承認された内容について、「血液事業における新型インフルエン  

ザ対策ガイドライン」（日本赤十字社）に反映させるものである。  

12  
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ブロック名 北海道・東北  

「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」及び  
「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

1．「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」  

①小学生やより幼少期の親子を対象とした取組  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○サタデーテーリングによる小学生や同伴の親を対象に献血の  

重要性を啓発し、献血の意義を学習してもらう。   

岩手県   ○血液センターにおいて親と子の血液センター見学会を実施す  

る。   

秋田県   ○小学校の道徳の授業等に血液センターの職員が血液事業にか  小学校、企業、教育委員会、赤十字奉仕団   

かる内容を講話し、それからイメージする献血啓発用ポスター  

を生徒が作成する。また、当ポスターを地域の事業所に掲示し  

献血啓発に役立てる。  

事例）秋田市川尻小学校で実施し、秋田銀行山王支店にボスタ  

－を掲示した。  

○小学校低学年用マンガ冊子の配備（固定施設）  

山形県   O「働く車大集合」セの親子献血実施（血液センター）   青年会議所、ライオンズクラブ、JRC   

青森県   ○夏休み期間中に、親子を対象とした「献血セミナー」を開催す  青森市教育委員会からの後援名義使用許可（青森市内の小  

る。（センター）   学校を対象）   

1   



②複数回献血者となってもらうための重点的な啓発・施策   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ◎複数回献血クラブ会員の拡大及び登録会員に定期的な献血情  日赤   

報等（イベント等の情報）を発信し、複数回協力の誘導を行う。  

◎誕生月献血キャンペーンや「また来てねカード（ポイント特  

典）」等の拡大実施により、複数回献血の誘導を行う。  

岩手県   ○血液センターが主体となり複数回献血クラブ会員の募集を行  日赤・都道府県・市町村   

う。インターネットや、献血接遇時にリーフレットを使用しな  

がら制度への理解を求める。  

宮城県   従来通り、宮城県赤十字血液センターから初回献血者へ複数回献  

血のお願いをはがき等で実施し、また各市町村から事業所に年2  

回のバス配車をお願いしている。   

秋田県   ○複数回献血クラブヘの登録推進を行うとともに、血液不足時は  

もとより定期的なメール配信を行い献血協力の依頼を行う。  

また、大学生で組織されている秋田県学生献血推進協議会の協  

力を得て、参加している各大学の学生代表にメールし、会員は  

もとより友人への献血協力をお願いするネットワークを作り  

上げる。  

○献血登録者の推進を強化し、登録者であることの意識を高め、  

年2回以上の献血をして頂くようハガキ等による呼びかける。   

山形県   ○メールクラブの活用（血液センター）  

OHPによる話題提供（血液センター）  

福島県   ○複数回献血協力事業所訪問事業（ヤング献血大使）  市町村、血液センター、高校生ボランティアによる事業所  

訪問  

○複数回献血推進啓発資材（シール）の作成・配布  血液センターとの連携  



③市町村にお  献血推進協議会の設置の推進  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○北海道は、献血に対する住民の理解と協力を求め、血液事業の  ・血液センター  

適正な運営を確保するため、関係機関で構成する北海道献血推  ・医療関係者  

進協議会を開催している。   ・商工会議所  

○協議会を設置していない市町村に対し同様の協議会を設置す  ・教育機関  

るよう要請している。   ・報道機関  等   

岩手県   035市町村のうち29市町村で設置されている。  日赤・都道府県・市町村   

市町村合併に伴い、各地域でのきめ細かい啓発活動が難しくな  

っている状況を踏まえ、献血推進のあり方を協議する場として  

の協議会設置の必要性を示す必要がある。  

宮城県   保健所管内市町村献血担当者会議において、市町村へ協言義会を設  

置するよう調整する。  

秋田県   ○地域保健医療福祉協議会献血推進部会において、関係団体の協  部会委員所属団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、ライ  

力の下、市町村に設置を働きかける。   オンズクラブ、商工会、市町村長等）   

福島県   ○県内9市町村（5市4町1村）で設置。   市町村との連携   

青森県   ○年1回開催している献血推進担当課長会議において、設置の依  

頼をする。（センター）（県）  
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？▼笹樟71前 

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名   （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ◎献血サポーターのロゴマークに『私たちは献血でも社会貢献を  ・日赤  

しています。』といった文言を入れることにより、企業の登録  ・道、市町村  

意欲を促進する様な文言のエ夫を行う。  ・ライオンズ、ロータリー等の協力団体   

◎各市町村のホームページで新規献血協力事業所募集の告知を  

行っていただく。  

○事業所担当者研修会を開催し、献血の現状等をより一層理解し  

ていただき安定した協力数に結びつける。  

◎新規事業所開拓強化月間（血液が比較的安定している7～8  

月）の制定し、職員並びにライオンズ、ロータリー等の協力団  

体と協力し、新たな事業所の開拓に努める。  

岩手県   ○地域密着型の啓発及び推進活動に努めるため、県内各地に献血  日赤・都道府県・市町村■協力事業所等  

推進専門員を設置し、献血協力事業所の新規開拓を行う。   （大臣表彰・感謝状の選考基準及び選考要領について、構  

○待ち時間を減らし効率的な採血を行なう配慮、地域責帝活動と  成人員の少ない中小企業も対象となるよう基準等の緩和を検  

しての意識付けが必要である。   討いただきたい。）   

宮城県   従来通り、各市町村・各保健所・支所において新規事業所への訪  

問依頼を行う  

秋田県   ○企業において献血に関する説明ができる時間をもうけていた  公的機関、報道機関、秋田県学生献血推進協議会等   

だき、献血啓発に努め、献血に参加していただく。  

○献血サポーターとなった企業への社会的優遇をもうける。  

○報道機関と献血サポーターの連携。  

○市町村、血液センター、保健所担当者による企業訪問  

山形県   ◎献血推進に協力的な企業等を献血サポーターとして認定し、そ  

の公益活動について県ホームページへの掲載等により顕彰を  

行う。（県）   



⑤官公署における率先した献血実施   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○北海道庁において、年3回（1月、5月、9月）他事業での実施  ■北海道庁内各部  

が難しい時期に実施している。   ・来庁者 等   

岩手県   ○県・市役所等での定期的な献血を実施する。  日赤・都道府県・市町村   

県庁においては、採血車による献血を年12回実施している。  

実施にあたっては、庁舎へのポスターの掲示、各課へのチラシ  

の配布、庁内放送での呼びかけ、過去協力者へのメール配信等  

を行い、職員並びに来庁者への協力を呼びかけている。  

宮城県   県庁内での定例献血を3回予定しており、各保健所においても1  

回以上バス配車を行う。  

秋田県   ○官公署における成分献血の受入を推進する。   官公署へ成分献血の積極的な実施を働きかける。   

山形県   ○血液センターからの協力要請のもと、県職員が県機関の敷地内  

及び献血ルームで献血を行う場合、職務専念の義務免除を適用  

（県）  

◎自衛隊献血の定点化（血液センター）   

．福島県   ○県庁献血の実施  

5   



予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○新規事業所の開拓が望めない地方にあっては、－稼動あたりの  ・道、市町村  

協力者数を維持、向上させるために新規献血者や休眠献血者の  

協力を得る必要があることから、新聞折込チラシ等を利用し、  

住民への広報の充実・強化を図る。  

○市町村の献血事業への参画意識の更なる向上。  

○地方における協力団体の研修会や面談を積極的に行い、献血の  

現状をより一層理解していただくよう努め、一稼動あたりの協  

力数の増加に繋げる。   

秋田県   ○企業が少なく隣接する企業もないような町村においてはショ  企業、報道機関、日赤奉仕団、ライオンズクラブ   

ツビングセンター等で街頭献血を行う。  

○町村役場に献血バスを設置し、役場から企業や住民に献血協力  

の依頼をする。また、献血者の送迎も行う。  

○地元の日赤奉仕団、ライオンズクラブ等のボランティアによる  

献血の呼びかけを行う。  

山形県   ○県内6ケ所での定点献血実施（血液センター）  

○大規模事業所の少ない町村での住民献血の普及（血液センタ  年1～2回の町（村）ぐるみの献血を推奨  



青森県  ○年間で配車計画を作成する段階で、献血総量（特に女性）を考   

慮する。（センター）  

○各市町村から日程計画がきたら、前回の実績が少ない場合は、   

再度、日程計画を組みなおしてもらう。（センター）  

○従来の採血場所を見直し、土・日曜日に買い物客が多く集まる   

ショッピングセンター等に配車依頼をしている。（センター）  

各市町村  

問是喜点   どのように対処しているか  

都道府県名  （特に、繁華街での駐車スペース確保について。具体的な場所も   （連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得るた  

記載する。）   めの方法。）   

北海道   ◎JR札幌駅前広場における献血の実施。   ・道、市町村  

北海道で最も乗降客の多いJR駅であり、駅前開発により、札  ■JR他関係機関  

幌市のなかでも買物客等の流れが集中し、献血者募集環境に優  

れている。  

※駅前広場の使用料金や駐車場所の整備（重量制限？）等により実  

施出来ない状況にある。  

◎オフィスビル街（北1条通り、札幌駅前通り）他で、道路使用許  

可が下りない。  

※献血者の利便性、安全性の観点から極力、協力事業所に隣接し  

た場で実施することが望ましい。   

岩手県   ○事前に地元警察署と協議を行い、可能公道の選定等を行う必要  道路占用許可申請に関する事務レベルの調整を行ってい  

がある。   る。   

秋田県   ○イベント会場等での献血場所の確保   ■主催者との事前打合せを十分行う。  

一企業においては、企業の理解と協力のもと敷地内を借りる。   

青森県   今まで駐車していた場所が融雪設備のため、献血バス設置が困難  

になってきている。（センター）   
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⑧メディアによる繰り返しの啓発   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携一協力を得るための方法。）   

北海道   ○若年者に高い聴取率のラジオ番組とタイアップし「ティーンズ  

ドナー献血推進キャンペーン」を実施、冬季にかかる一カ月間  

を献血強化月間として協力を促す。  

O「はたちの献血キャンペーン」期間、民法ラジオにて献血啓発  

CMを流す。   ・民法ラジオ・テレビ   

岩手県   ○若者や女性を中心に広く県民へ啓発するため、献血啓発  日赤・都道府県・市町村   

CMを制作し放映する。  

○各種イベントの機会を捉えてテレビ・ラジオ・広報誌を用いた  

広報を行う。  

宮城県   01′・ノ2月の「はたちの献血」キャンペーン時に、「愛の献血7  報道機関   

0字ストーリー募集事業」で最優秀・優秀賞となった5作品を  

ラジオCM化（20秒／1作品）して80回放送する。  

秋田県   ○テレビスポットによる献血呼びかけ。  

○地方新聞、地方ケーブルテレビの活用  

山形県   ○ラジオ、新聞で献血会場を案内（毎日：4社、週間：4社）（血  

液センター）  

福島県   ○県の広報番組等（テレビ、ラジオ、ホームページ、広報誌等）の  

活用   

青森県   ○新聞・ラジオ等により献血バス及びキャンペーン等を周知して  

いる。（無料）（センター）  

○予算化して積極的に周知していく。（センター）  

○県の広報媒体を利用した広報の実施（県）  



⑨低比重やその他の理由により献血できなかった方への対応   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道  ○献血不可の方へ医療機関受診の「依頼状」付パンフレットを手  一最寄りの医療機関より、診断結果を返信用はがきにて血液  
渡し、最寄りの医療機関への診断を促す。   センターへ返送してもらう。（追跡調査に役立てる）  

◎定期的な栄養指導・健康相談の実施   ・日赤   

岩手県   ○献血ルームにおいて、栄養士による栄養指導・健康相談のサー  日赤   

ビスを実施する。  

秋田県   ○献血できなかった方の多くは比重であることから、献血受付職  

員に栄養指導のできる人を配置し、食生活による比重改善指導  

を行う。  

◎保健所、市町村栄養士の活用した栄養相談（検討中）   

山形県   ○栄養相談の実施（血液センター）   県栄養士会   

青森県   ○独自のチラシを作成配布している。（センター）  

⑩新採血基準移行への準備   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

岩手県   ○ホームページ等を利用した県民への周知を図る  厚生労働省・日赤・都道府県一市町村   

○高校献血の事前渉外の際に、養護教員等にリスクやその対応策  

について十分な説明を行う。  

秋田県   ○高等学校おいて献血講話を行い、献血啓発の中で400mL献血  

の必要性を促す。   



○血小板採血基準年齢の定年で採血できなくなった方へ、ハガキ  

等で採血基準が変更となることをお知らせし、今後の協力をお  

願いする。  

青森県   施行日に合わせて広く県民に周知を図る。（センター）（県）   県・市町村、報道機関、協力団体等   
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別紙様式2  

ブロック名 関東甲信越地区  

「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」及び  
「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

1．「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」  

①小学生やより幼少期の親子を対象とした取組  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携一協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○夏休みに小学生を対象とした施設見学会、血液おもしろゼミナ  水戸市教育委員会から事業の後援を受け、水戸市内の小学校  

－ル等の開催   へのポスター配布や血液センターHPで事業の周知を行って  

いる。   

栃木県   ○小学生（4～6年）の親子が対象のAED講習の実施   血液センター   

群馬県   ◎小学生を対象とした献血啓発リーフレットの作成及び配布  小学校等・血液センター（献血ルーム・献血バス）   

○児童、生徒を対象とした講演会の実施  

埼玉県   ○親子ふれあい献血キャンペーンの実施。  血液センター・献血協力団体   

児童が幼いころから献血という行為を身近に捉える機会をつ  

くることを目的としてイベントを開催する。  

○小学校への血液出前講座を実施する。  
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干葉県   ○小学生献血学習会を過去5回開催し、献血前年齢層やその保護  血液センター  

者に対し、献血啓発を図った。   平成20年度→ 千葉県こども病院  

平成21年度は、小学生高学年児童・中学校生徒混成によるジ   （講義・施設見学への協力）  

ユニア・キッズ献血セミナー（仮題）の実施を予定し、輸血医  平成21年度→ 学校法人  

療を行う総合病院などの医療施設見学を盛り込む等、献血啓発   東京女子医科大学附属八千代医療センター  

を図ることとする。   （講義・施設見学への協力予定）   

東京都   O「献血ゼミナール」の開催   ※小学校の学校長会での実施案内による普及啓発活動  

小学生対象に施設内で体験学習見学会を実施し、将来の献血者  ※既存のPTA等を通じリーフレットを配布し、青少年への思  

を育成する。同伴で参加した保護者の献血を促し推進を図る。   想の普及を図る。   

神奈川県  ◎夏休み期間を利用して、血液センターや献血ルームの親子教室  ちらし等PR資材を作製して、各市町村教育委員会等の協力  
を行う。   により周知する。   

新潟県   ○小学生から高校生を対象とした献血ルーム見学会の開催   日本赤十字社新潟県支部   

②複数回献血者となってもらうための重点的な啓発一施策   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○複数回献血クラブの推進  血液センター   

○各ルームでの予約制の実施  

栃木県   「献血登録者」を募り、電話、メール等での献血協力依頼   血液センター   

群馬県   ○ホームページ、献血ルーム、携帯メールクラブ等で複数回献血  

に関する啓発の実施。  

○緊急に需要が生じた場合に携帯メールクラブによる献血依頼  

を実施する。  

○献血ルームにおいてはポイントキャンペーンの実施。   
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埼玉県   ○薬務課ホームページや、血液センターホームページ、献血ルー  

ムで複数回献血に関する啓発を行い、携帯メールクラブの充実  

を図る。  

○献血複数回キャンペーン（ワンtツーキャンペーン）を実施。   

干葉県   0400mL献血者の複数回献血化を目的に、平成20年度、400mL複  血液センター  

数回献血チャレンジキャンペーンを行った。   ◎400mL献血の必要性を広く周知するため、平成21年度は、  

一定の効果が認められることから、平成21年度も継続の予定。  本キャンペーンの実施を、報道機関に情報提供を行う予定。   

東京都   ○携帯電話のメール機能の活用。   ※都・県、献血ルームとの携帯メールクラブポイントキヤン  

○採血終了時に次回の献血をお願いする。   ペーンを検討。  

○全血・成分献血者をDMやメールで定期的に依頼要請する。   ※都・県二献血ルームとの携帯メールクラブ限定のイベント  

○モバイルサイトでの献血場所■日程情報の提供。   の開催を検討。   

神奈川県  ○献血登録者に対して、ハガキによる献血依頼。   横浜ベイスターズ、横浜F・マリノス各球団チームエンプレ  

○電子メールによる複数回献血クラブの活用。   ムで装飾した天幕を作製してPRする。  

○横浜ベイスターズ、横浜F・マリノスとコラボレーションした  

献血推進。   

新潟県   ○献血メールクラブ会員の拡充  血液センター   

○イベント会場で説明会を開催  

山梨県   ○県知事表彰制度による献血貢献団体・個人の表彰。   血液センターヘ候補者の推薦を依頼。   

長野県   ○献血ルーム体験運動  会場となる大型店・血液センター  

血液センターが無い地域の大型店舗内に臨時の献血ルームを  

設置。献血者確保と啓発活動を実施。  

○定例献血スポットキャンペーン（県内4か所）  会場となる大型店・血液センター   

郊外型大型店舗の入口付近に定期的に移動採血車を配置。定例  

スポットとして定着させ献血者を確保。  

会場周辺で献血の啓発活動を実施する。  
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予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○市町村担当者会議等での設置依頼  

栃木県   ○広域健康福祉センター及び市町ごとの献血推進協議会の開催  各広域健康福祉センター及び各市町   

の推進  

群馬県   ○市町村血液事業担当者会議の実施   市町村・血液センター   

埼玉県   ○市町村血液事業会議で市町村の献血推進協議会の取組み事例  市町村   

を発表し、市町村における献血推進協議会の設置を促進する。  

千葉県   05市が未設置。推進計画の実行上有効であるので設置を働きか  

ける。   

東京都   ○献血思想の普及及び献血組織間の情報交換を図る。   ※献血協力事業所、地域協力組織、関係行政機関、社会福祉  

○関係行政機関との密に情報や連絡をしながら協議会設置を市  協議会などと連携し、協力していくことを検討。   

区長・担当窓口課を通して連携していく。  

新潟県   ○献血支援協力推進会議の開催   献血協力事業所（前年度30人以上の献血受付を実施した事  

業所等）   

山梨県   ○保健所管轄地区で献血推進協議会を設置。   市町村・血液センター   

長野県   ○保健福祉事務所単位で献血推進廟義会を設置   市町村・血液センター   
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本事業を行うに当たっての連携・協力先  

（事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする   

団体等やその連携・協力を得るための方法。）  

予定事業の概要  

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）  都道府県名  

l 茨城県  ○新規事業所開拓の強化  】1回当たり30名以上の協力を得られる見込みの事業所につ】  

いて，各保健所■市町村・献血支援団体等に情報提供を依頼。   

栃木県   ○献血会への報奨金による献血推進  栃木県・血液センター   

（予算額年間＠8，000円×50団体＝400，000円）  

群馬県   ○企業献血の占める割合が高いため、渉外活動の充実をはかる。  市町村・企業・血液センター   

○事業所での複数回の献血実施強化。  

○新規企業への訪問実施。  

埼玉県   ○新規企業への訪問を実施する。  血液センター、市町村、企業   

献血未実施企業のリストアップ  

千葉県   ○ 各種献血キャンペーンを実施するとともに、各種広報媒体に  ○県民だより、市町村広報誌、在菓報道機関、BayFM78等に献  

献血関連情報を提供する。  血関連情報を提供する。  

○血液センターの実施する企業の集団献血の推進に協力する。  

○血液センターの実施する献血協賛企業（献血サポーター）の  

募集に協力する。  

【血液センターの取り組み】  【血液センター】  

実施時期、献血者の状況を精査し、可能なかぎり実施回数の  ○ライオンズクラブ、ロータリークラブ及び各市町村商工会  

増加を図る。また、推進団体等と連携を図り、新規企業の開  等に推進協力を依頼する。   

拓を図る。  

東京都   ○企業担当者向けのAED講習会の実施。   ※講習時は医療機関より講師を派遣（日本医科大学多摩永山  

○関係協力団体（ライオンズクラブ・奉仕団他）等の連携。   病院）  

○新規・既存協力団体の実施時期を確認して増回実施。   ※献血に協力する企業・団体に対し、ロゴマークを使用する  

ことにより自社の社会貢献活動を一般社会にPRできる。   

15   



神奈川県  ○協力回数を増やすため、400mL献血の採血間隔、年間採血量を  市町村と協力する。   

考慮して、実施回数と時期を精査する。  

新潟県   ○企業（従業員100人以上）を対象としたアンケートの実施  

○献血協力企業名を新聞広告に記載  

山梨県   ○普及啓発資材を活用した、献血協力団体の発掘  

長野県   ○献血会場周辺の事業所を訪問し協力依頼  

⑤官公署における率先した献血実施  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○県関係機関，県内全市町村役場への移動採血バスの配車   県の出先機関で献血を実施する場合には，会場近隣の県出  

先機関にも協力依頼を行っている。   

群馬県   ○血液不足時の際に臨時の職員献血を実施   県庁各課・市町村   

埼玉県   ○定期的な職員献血を実施  市町村、県庁各課   

○血液が不足した際の臨時の職員献血を実施  

千葉県   ○千葉県公務員職場献血推進月間及び千葉県献血推進強調月間  ○市町村、県出先機関に文書で協力依頼する。  

等の献血キャンペーンを実施   ○血液センターの協力を得て、官公署・企業等献血会場リ  

○血液製剤の在庫状況を把握し、不足時には対応マニュアル等に  ストを作成し、献血者確保のため県から文章を発送し依  

基づき「緊急アピール」等を実施   頼する。  

【血液センターの取り組み】   【血液センター】  

○企業が協力困難な夏期・冬期での献血実施   ○年度計画で各市町村へ協力を依頼する。  

○危機管理対応時（在庫の低下及び在庫シュミュレーションの悪  ○官公署・企業等献血会場リストを作成し、献血者確保の  

化）の官公署における献血実施   文章を県から発送し依頼する。   
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東京都   ○危機管理対応時における献血者確保   ※官公署の実施時期・日程については早めに連絡し、調整し  

○協力困難な時期や日程による献血者確保   ていく。   

神奈川県  ○自衛隊献血の推進   陸上自衛隊、海上自衛隊及び自衛隊関係学校において献血推  

進を図る。   

新潟県  ○血液製剤の在庫が不足する時期を中心に県庁内献血実施  

l  ○在庫不足時における市町村での献血受け入れ  

新潟県  lo血液製剤の在庫が不足する時期を中心に県庁内献血実施  l  l   

○在庫不足時における市町村での献血受け入れ  

山梨県   ○お盆、正月の庁内献血実施。各課室への献血依頼   血液センター   

長野県   ○定例的な職場献血の他に、在庫不足時に県庁や血液センター最  

寄りの保健所に呼びかけ献血ルーム等への来所を依頼。また、定  

期的に固定施設への来所を依頼。   

⑥拠蒸椋礎照る撫層効果的な帝政ダ写瓢㊥準用   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○人出の見込めるイベント会場への配車  

○商業施設への休日配車の増車  

群馬県   ○郊外型ショッピングセンターに献血バスを運行し、DM等によ  

リ多くの献血者を確保する。  

○献血バスが配車不可能な場所については、献血ルームでのPR  

をする。   

埼玉県   ○地方における郊外型ショッピングセンターに献血バスを運行  血液センター、市町村   

し、当該地における献血経験者に対するDM等による事前PRに  

より多くの献血者を確保する。  
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千葉県   ○市町村ごとの移動採血車による献血実施計画を策定するとと  

もに、血液センターによる献血の受入れが円滑に行われるよう  

献血場所の確保等に配慮する。  

【血液センターの取り組み】   【血液センター】  

○休日での受入れ強化を図る。   ○ショッピングセンター、ショッピングモール等大型商業施  

設の理解をより多く求める。   

東京都   ○採血効率を向上させるため採血数の低い協力団体の組み合わ  

せを検討。  

○組み合わせ団体との移動距離・時間を精査する。   

新潟県   ○地域におけるボランティアの協力を積極的に受け入れ   高等学校・大学等のボランティア、ライオンズクラブ   

長野県   ○定例献血スポットキャンペーン（県内4か所）【再掲】   会場となる大型店   

＝●＝＝圭一   どのように対処しているか  

都道府県名  （特に、繁華街での駐車スペース確保について。具体的な場所も   （連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る  

記載する。）   ための方法。）   

茨城県   ○商業施設は，出来る限り，献血者を確保しやすい出入り口付近  大型車進入禁止道路については警察署へ通行許可申請書を  
に駐車スペースを確保する。   提出している。商業施設には，各保健所・市町村■ライオン  

ズクラブ等から献血受入の依頼を行っている。   

群馬県   ・当県においては、駐車スペース確保の問題はない。  

埼玉県   駅前は再開発などで年々スペースが減少している。   各市町村の協力のもと献血会場を郊外型ショッピングセン  

ターへ移行している。   
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千葉県   ○血液センターによる献血の受入れが円滑に行われるよう献血  

場所の確保等に配慮する。  

【血液センターの取り組み】   【血液センター】  

○歩道乗り上げ・公園内等の施設許可を各市町村及び警察に依頼  ○市町村及び警察にご理解を得、歩行者及び献血者の安全（ハ○  

する。   イロン等による区域、職員の誘導）を確保し、実施する。   

東京都   ○歩道の乗り上げ等施設許可を、JR・区・警察に依頼し許可を  ※市町村及び警察署にご理解をいただき、歩行者及び献血者  

取得している。   の安全（カラーコーンによる区域、誘導）を確保し、協力して  

○町会や、右翼団体、敷地設備の兼ね合いがあり、採血車停車位  いく。  

置に制限がある。   ※駐車スペース及び、道路使用許可を取得するため警察署と  

の協力連携を図る。   

新潟県   ○特になし   交通誘導員を配置して道路に駐車している   

山梨県   ○（問題点ではありませんが）県有地の貸出を積極的に実施。  

長野県   ○できるだけ人目に付きやすく、人が集まる場所の確保   繁華街の組織する団体（商店会など）へ献血の重要性をア  

ピールし、協力が得られる場合は、具体的な駐車場所の検討  

段階から参画してもらう。   

（診メディアによる繰り返しの啓発  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携■協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○ラジオを活用し献血会場の周知（2回／日・平日放送）   地元ラジオ放送局・コミュニティーFM放送局  

○新聞での移動献血会場の周知（1回／週・月曜日に掲載）   地元新聞社   

栃木県   ○テレビ、ラジオ、バス広告、映画CMなどの広報媒体の積極的  

な活用   
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群馬県   ○広報誌、FM地域ラジオ、地域テレビ、インターネット等によ  

る啓発活動の展開  

○シネアドの上映  

○血液在庫減少時■献血等の変更点・キャンペーン等の情報を頻  

繁にニュースリリースに配信  

◎市町村における献血実施会場の周知をコミニュティ放送局に  

依頼   

埼玉県   ○県広報紙「彩の国だより」や広報番組「FMNACK5モーニングス   県広聴広報課  

クエアー」での広報活動を実施する。  血液センター、地元FM局   

○地元FM局による定期的な広報活動実施する。（日々の血液在  

庫状況の配信）  

千葉県   ○各種広報媒体に献血関連情報を提供する。   ○ 県民だより、市町村広報誌、在葉報道機関、BayFM78等に  

○広く県民に広報するために、県作成のポスターをJR車両の中   献血関連情報を提供する。  

吊りや駅貼りとして掲示する。   OJR、京成の車両の中吊りや駅貼り  

○血液製剤の在庫状況を把握し、不足時には対応マニュアル等に  ○ ルーム近くの駅に緊急放送の依頼  

基づき「緊急アピール」等を実施する。   【血液センター】  

【血液センター】   ○千葉県政記者会会員報道機関  

○献血の啓発には適切な広告と広報活動が必要不可欠であるこ   各市政記者会  ′′  

とから、報道機関等によるパブリシティーを充実させる広報活   FM放送局・コミュニティーFM放送局  
動を積極的に行う。   ケーブルテレビ各社  

上記機関に情報提供（ニュースリリース）   

東京都   ○コミュニティーFM（JCBA加盟）10局に通年でスポットCM  

依頼および冬季血液不足時におけるスポットCM強化。（一部有償  

実施）   ※東京MXテレビ・文化放送  

○献血キャンペーン時に、民放連加盟局ヘスポットCMを依頼。  

○行政所有の街頭ビジョンヘ依頼   
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神奈川県  OFMヨコハマに番組を提供して普及、啓発を図る。  

○県広報紙や県広報番組（テレビ・ラジオ）を利用し、普及・啓発を  

図る。  

新潟県   ○地元FM局でのスポット広報の実施  

○献血協力企業名を新聞広告に記載（再掲）  

山梨県   ○成分・400ml献血啓発テレビスポットの制作・放映委託。   

長野県  ○“けんけつ”啓発ラジオマンスリー放送  

献血者が減少する冬季に、献血を呼びかける。  

○ラジオスポット放送  

県内民放ラジオ2局で献血を呼びかける。  

⑨低比重やその他の理由により献血できなかった方への対応  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   0400mL献血希望の比重不足者に対し，改善策のチラシを配布し、  

再度の献血協力を依頼  

栃木県   ○リーフレットの配布及び栄養相談の実施   血液センター   

群馬県   ◎比重落ちで献血ができない方に（50名～100名）栄養指導  （献血ルーム）   

の講習会実施の検討   

埼玉県   ○献血できなかった方への丁寧な説明と今後の献血協力依頼を  血液センター（献血ルーム、献血バス）   

実施する。  

干葉県   【血液センター】  

○医師・看護師等が印刷媒体などを使用し、今後の協力可否を説  

明する。   
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東京都   ○血色素量の数値により全血が採血不可となった献血者に対し、   ※検診医と看護師、事務職員との連携をとり次回への協力（採  

成分献血増強キャンペーン（献血ルーム実施）の参加を促す。   血基準）によってお願いすることとしてご理解をいただく。   

新潟県   ○パンフレットの配布と簡単な説明  

⑩新採血基準移行への準備   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○高校献血実施の打ち合わせ時に情報提供   県教育委員会，県私学協会等の協力を得た形での周知方法  

◎校長会及び養護教諭部会への情報提供   を検討している。   

群馬県   ◎17歳からの400ml献血に対して、養護教諭向けにリーフ  

レットの作成を検討。   

埼玉県   ○市町村献血担当者会議等で新採血基準について適宜説明する。  血液センター、市町村   

017歳からの400mL献血を鑑みて、県教育局の協力のもと  

高校生献血の推進を行う。  

千葉県   【血液センター】   ○教育委員会、高等学校及び市町村献血推進協議会等に主旨  

○行政、血液センター及び各種団体との連携強化を図る。   説明を行い、理解を得る。   

東京都   ○都■血液センターとの連携強化を図る。   ※都t市との血液センターの密な連携により若年者層確保に  

○新採血基準変更決定後に検討。   努める。   

新潟県   ◎記事体広告を地元紙に掲載  
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別紙様式2  

ブロック名 東海・北陸脚  

「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」及び  
「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

1．「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」  

1小学生やより ′、の 子 、 とした取   
予定事業の概要   本事嚢を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  

石川県   小学生の親子を対象とした血液センターの見学会  教育委員会・市町村、保健所、献血推進協議会、   

福井県  その他関係団体   

愛知県  ・親子連れ献血で落書き帳を配布（富山県、石川県）  

滋賀県   ・「献血おもしろゼミナール」の開催   

京都府   開催日数 7日、参加者1，109名（大阪府）   

大阪府   ■保育所等の保護者対象にDVD「ありがとうをいっぱい言わせ   

兵庫県  て」を上映（和歌山県）   

奈良県  

和歌山県  
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②複数回献血者となってもらうための重点的な啓発・施策  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  

石川県  複数回献血クラブの募集・会員数増強  市町村、企業、市町村、血液センター   

福井県  

岐阜県  ・会員募集のポスター等に地元」リーグの選手を登用（富山県）  

静岡県   ・複数回献血クラブの目標値を設定（兵庫県、京都府、大阪府）   

愛知県  ・ポイント制を導入（福井県）   

三重県  

京都府  

大阪府  

兵庫県  

奈良県  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  

静岡県  市町村会議等を通じて働きかける。   市町村、保健所  

愛知県  

三重県  

滋賀県  

奈良県  

和歌山県  
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大阪府  全市町村に設置済み  

毎年、各市町村献血推進協議会に補助金を交付。  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連括・協力先  

都道府県名   （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携■協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  

福井県  企業へ直接協力をお願いする  企業、市町村等   

岐阜県  

静岡県  ・「アポちゃん献血会」（献血協力団体からなる）に献血啓発資  

愛知県   材を提供し協力を呼びかける。（静岡県）   

三重県   ・献血時間帯の調整、周辺事業所への参加（石Jll県）   

滋賀県  ・休眠企業の掘り起こし（福井県、三重県、奈良県）   

京都府  

大阪府  

兵庫県  

奈良県  

和歌山県  

⑤官公署における率先した献血実施  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての速度・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  

福井県  県庁職員献血の実施   市町村、管内官公署   

岐阜県  
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予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  ・配車場所付近の企業への協力依頼  

奈良県  ■短時間、複数箇所での献血を実施  

企業、市町村、関係機関  

和歌山県  ・市町村イベント情報を血液センターに提供  

滋賀県  

問題点   どのように対処しているか  

都道府県名       （特に、繁華街での駐車スペース確保について。具体的な場所も   （連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る  

記載する。）   ための方法。）   

愛知県   繁華街等における道路使用許可がおりない、量販店等で休日の駐  警察、企業、関係機関   

大阪府   車場所確保が困難等、献血バスの駐車スペースの確保に苦慮して   

兵庫県  いる。   

和歌山県  
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⑧メディアによる繰り返しの啓発  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携■協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  テレビ、ラジオ、新聞を活用した啓発  各メディア等   

石川県  

福井県  ・民法ラジオを活用し各月間、冬季に広報（年14回）  

岐阜県   コミュニティエフエムのCM等で広報（年140回）（静岡県）   

静岡県   ・新聞紙上で継続的に献血会場を告知（石川県、愛知県）   

愛知県   ・キャンペーン情報を情報誌に掲載し新聞折込チラシで広報（兵   

三重県  庫県）  

滋賀県  

大阪府  

兵庫県  

和歌山県  

富山県  映画館でのCM上映  

バス、電車の車内放送  

屋外文字放送   

⑨低比重やその他の理由により献血できなかった方への対応  
予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  栄養指導■健康相談の実施  栄養士会等   

石川県  

福井県  ・栄養士による栄養指導（石川県、岐阜県、愛知県、三重県、京  

岐阜県   都府、兵庫県）   

愛知県   ・保健師による健康相談（富山県）   
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⑩新採血基準移行への準備   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  高校生へ啓発  教育委員会、各高等学校   

福井県  

愛知県  ・各高等学校ヘジャンボ黒板消しを配布し情報提供（富山県）  

滋賀県   ・校長会で協力を依頼（福井県、大阪府）   

・奈良県  ・献血思想の普及講演を実施（和歌山県）   

和歌山県  
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別紙様式2  

ブロック名 中国・四国  

「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」及び  
「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

1．「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」  

①小学生やより幼少期の親子を対象とした取組   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○夏休み期間中「親子おもしろ見学会」を開催   ○鳥取県赤十字血液センター  

○血液の不思議、命の大切さを学び、事業を通して血液の必要性  ○県、各市教育委員会  

を理解してもらう。   （各市教育委員会を通じて学校ヘチラシ案内配布）   

島根県   ○小学生親子血液センター見学体験教室 7月～8月   （実施主体）島根県、島根赤十字血液センター  

小学生の親子など将来の献血を担う若年層を対象に血液セン  

ターの施設公開をする。   

岡山県   ○小学生親子血液センター見学体験教室を血液センターで実施。  県教育委員会   

広島県   ○夏休み期間に、小学4～6年生と保護者を対象に、血液センタ  

一見学会を実施する。年少の頃から献血に触れる機会を設ける  

とともに、保護者の理解を深める。  

◎社会見学の会場として血液センターを照会する。  

◎献血推進ポスターの図案衰集の対象を小学生まで拡大する。   
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山口県   ・小学生親子血液センター見学体験教室（血液センターが実施）  

・小学生や中学生を対象とした「献血出前講座」（血液センター  

が実施：平成20年度実績は42校1550名）   

徳島県   ○小学生を対象に、夏休み期間中に親子献血教室を実施する。   ○市、教育委員会（学校を通じて開催案内を配布）   

香川県   ○小学生親子血液センター見学教室   ・県教育委員会に資料説明を行い、了承を得た後、各市長教  

4年生～6年生を対象に夏休み期間中に実施  育委員会へ文書で協力依頼。   

○献血出前講座  

4年生～6年生を対象に、献血の必要性や命の大切さへの理解  

を求める。  

愛媛県   ○小学生親子血液センター見学体験教室の開催  ○愛媛県血液センター   

○学校に対する普及啓発資材の提供及び出張献血教室の実施  

②複数回献血者となってもらうための重点的な啓発・施策  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○情報誌の発行（献血者に送付）   ○鳥取県赤十字血液センター  

○各市町村広報誌に掲載   ○県、市町村の協力、献血推進団体の協力  

（献血推進団体でのセミナー会場において啓発）   

島根県   ○献血者感謝の集い   島根県、島根県赤十字血液センター  

○血液センター内の癒しコーナーの設置   島根県赤十字血液センター   

岡山県   ○各会場で献血終了後に複数回献血のパンフレットを全献血者  県、市町村、事業所  

へ配布し、会員になっていただくよう促す。   なお、事業所に関しては献血者の配車をお願いする際に併せ  

て会員募集について理解、協力を得るよう努める。   
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○パンフレットを配布する市町．保健所，地域献血推進団体   

等。  

広島県  ○献血啓発パンフレットの作成。献血に関する理解が深まること   

や．患者等からのメッセージが伝わることで．次回献血の動機   

付けとなる。  

・複数回献血者クラブ会員（TEAM35）への登録を推進する。  

l   l・団体、事業所等を訪問し、新たに献血への協力依頼したり、年  t   

1回の受入を年2回に増加するよう依頼し、献血協力者の確保  

及び献血思想の普及を図る。（県、市町、血液センター）   

徳島県   ○血液センターが実施する複数回献血クラブ「Let’s献血ク  ○県、血液センター、タウン誌発行者との協働事業の一部と  

ラブ」への登録を促すため、各種印刷物にUR」を記録したQ  して実施する。   

Rコードを掲載する。  

香川県   ◎コンビニ広報等の活用  ・県広報担当課への協力依頼   

メールによる複数回献血登録制度「ピコメールクラブ」のリー  

フレツトをコンビニに設置、配布  

◎「ピコメールクラブ」未登録看で、献血終了時までに仮登録し  

てくれる人に対し、粗品を贈呈  

愛媛県   ○血液センターにおいて「複数回献血クラブ（愛称：リピートあ  

いピー）を設置   

高知県   年間1回の献血協力者が多数（約65％）であることから、複数回  

献血の協力について、献血時に依頼するとともに、ポスター等よ  

り関係機関において周知を図る。   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○市町村担当者会において意見交換等を行う。  
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岡山県   県へ強く要望  

広島県   ○市町村担当者会を開催し、移動献血計画をはじめ、献血推進対  

策に関する意見交換を行う。  

○献血推進グッズ（ポケットティッシュ等）を作成、市町に配布  

することで、市町と市町献血推進協力会の連携が強められる。  

山口県   県献血推進協議会を通じて地区献血推進協議会が行う啓発活動  

を支援  

徳島県   ○市町村献血担当者会の開催   ○市町村等   

香川県   ○保健所単位での献血推進協議会の開催   ・献血を主催している地域の代表者が中心となって協議会を  

17市町のうち6市町で設置しているが、本県では保健所ごとに  運営している市町では、住民献血の実績が高い。設置にあ  

献血推進協議会を設置、運営しており、必ずしも全市町レベル  たっては、地域の実情に応じ、実際に献血を主催している  

で設置する必要性はないと考えている。   団体の代表者をメンバーに入れることが必要。   

愛媛県   ○愛媛県献血推進協議会を設置   ○各市町村、献血推進団体等（ライオンズクラブ等）   

高知県   市町村合併により従来、組織されていた市町村献血推進協議会  

の所在が分からなくなっているところもあることから、組織の  

実態確認と継続した事業推進の再構築を図るため、福祉保健局  

単位でのブロック会等において、市町村担当者に周知と協力要  

請を行う。   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○未献血サポーター企業へ、再度登録依頼  ○鳥取県赤十字血液センター   

○企業の協力しやすい時間を相談する等、連携をとって取り組  

む。  
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島根県   ○献血サポーター企業の登録推進   島根県赤十字血液センター   

岡山県   0100人以上の従業員のいる企業を対象に新規開拓を行う。また、  県、市町村   

30人以上の協力をいただいている企業へ年2回以上の協力を要  

請する。  

広島県   ◎献血未実施団体に対し、献血実施の依頼。   ◎県、血液センター、市町と連携し、必要に応じて直接企業   「恵盲東  lゐ献血未実施団体に対し、献血実施の依頼。   l◎県、血液センター、市町と連携し、必要に応じて直接企業】  

を訪問して献血実施の協力を依頼する。   

山口県   団体、事業所等を訪問し、新たに献血への協力を依頼したり、年   

▼ 1回の受入を年2回に増加するよう依頼し、献血協力者の確保及  
び献血思想の普及を図る。（県、市町、血液センター）  

徳島県   ○献血協力の広報活動   ○市町村献血担当者等   

香川県   ○事業所の新規開拓   一市町の担当職員もー緒に企業訪問してもらうことで、より  

献血未実施事業所を調査し、市町職員と一緒に訪問、依頼   協力が得られやすくなる。  

○献血サポーター制度の有効活用   ・献血サポーターとしての企業側のメリットをより高めるた  

サポーター企業を県や血液センターホームページ等の広報媒  め、制度やシンボルマークの知名度を全国ペースで上げる  
体で紹介   広報が必要では。   

愛媛県   ○献血協力の広報活動   ○愛媛県赤十字血液センター   

高知県   新規の事業所や、献血に協力いただいていた事業所に献血への協  

力依頼を行う。  

⑤官公署における率先した献血実施   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携■協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○緊急の献血依頼があった場合、メール・呼びかけ等で献血依頼  

島根県   ○島根県献血推進連絡会議行動計画（平成17年4月制定）  島根県   

に基づく献血不足時の連絡担当者の設置による血液不足時の  

迅速な献血協力の呼びかけ（県庁内）  
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岡山県   ○官公署の献血は、原則年2回以上計画する。   厚労省、県、市町村   

広島県   ○血液在庫不足時期の献血受け入れ。（広島県庁では5月の連休  

明け、8月の盆明け、1月の正月明けの3回）   

山口県   ・県職員及び市町職員の緊急時献血協力者名簿の作成  

徳島県   ○比較的大規模な職場には、すべて配車し、担当者が庁内LAN  

や庁内放送により、職員、来庁者への周知を実施している。   

香川県   ○県及び市町の職員を対象とした献血の強化   ・各所属職員への事前広報（メールや庁内LANによる掲示  

板、バナー広告での周知）や、献血当日に各所属を巡回し  

ての協力呼びかけ。   

愛媛県   ○庁内献血の実施   ○各市町村   

高知県   県庁内における庁内放送、事前に所属に対してのメール等による  

依頼を行う。  

予定事業の概要   本事業を行うた当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   01会場に他の職場の人などが集まっていただけるように事前  ○鳥取県赤十字血液センター  

案内、無線等で周知する。   ○各市町村   

島根県   ○市町との連携強化  

年間は配車計画の検討段階からの市町の関与、主導   島根県赤十字血液センター  

市町   
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県、市町村  ○市町村合併に併せて、集約する市町村を中心とした配車計画を   

行う。ボランティア団体（商工会青年部、ライオンズクラブ、   

地区婦人会）の協力を得て献血者の増加を図る。   

岡山県  

○県、市町と連携し、献血バスの採血計画を参加人数等を考  ○参加人数に応じた適切な受付時間を設定することにより、効率   広島県  

l   l的な稼動計画を策定する。   l慮し、効率的稼動を実施することで一稼動あたりの献血者l  

数増に努める。   

山口県   ・強化月間における各種イベントの実施   ・高校生、大学生のボランティア   

徳島県   ○定期的な巡回により市町村のイベントに参加をする。   ①地元のライオンズクラブ、市町村の担当者等からの情報提  

①各イベント時における配車   供と協力  

②土・日・祝日における量販店への配車   ②量販店店長への献血推進協力   

香川県   ○住民献血と企業献血の共催   ・住民献血と企業献血の共催することで、企業単独実施時よ  

○ランオンズクラブや地元ボランティア団体への積極的な協力   りも献血者数の増加が見込まれる。（企業の敷地内又は、  

依頼   企業の近隣の施設で実施）  

住民献血実施の際には、近隣のボランティア団体へ電話や  

訪問による協力依頼を行う。   

愛嬢県   ○各種イベント（祭り等）への配車   ○各市町村、イベント実施団体   

高知県   ・山間・海岸部等の高齢過疎地において、午前・午後等に分けて、  

1日に2ケ所以上の献血を行う。   

問題点   どのように対処しているか  

都道府県名  （特に、繁華街での駐車スペース確保について。具体的な場所も   （連携・協力を必要とする団体等やその連携■協力を得る  

記載する。）   ための方法。）   

鳥取県   ○警察への駐車許可の必要な企業が一企業   ○駐車許可を取り、職員一人を駐車場係として設ける。   
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徳島県   ○徳島駅前・歩道駐車   ○道路使用許可：警察署  

○歩道使用許可：市役所  

○駅前使用許可：JR徳島   

香川県   ○幹線道路沿いの企業で実施する際の歩道への乗り上げ駐車   ・所管する警察署へ駐車の許可を取る。  

◎繁華街にある企業の献血者をルームヘ誘導   ・献血ルーム周辺への協力依頼   

愛媛県   ○路上での駐車が出来ない。   ○有料パーキング毎に駐車することで対応   

⑧メディアによる繰り返しの啓発  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○地元新聞への日々の血液不足の啓発  ○鳥取県赤十字血液センター   

○地元メディアを通じて、血液不足状況を随時啓発  

島根県   ◎島根県赤十字血液センターホームページからの情報発信   島根県赤十字血液センター  

○キャンペーン、パンフレット、テレビ、新聞の活用  島根県、島根県赤十字血液センター   

＊各種キャンペーン等実施にPRで活用  

岡山県   ○無料で、新聞、ラジオ、テレビ等マスコミを通して献血会場の  

告知を行う。また、不足時には不足している型、在庫状況と共に  

協力の呼びかけを行う。   

広島県   ○報道機周に対し、血液事業に関するリリースのタイムリーな配  ○県、市町と共催するキャンペーン実施時や血液の不足時等  
信を行うことにより、県民への情報提供を行う。   にマスコミに報道依頼を行う。   

山口県   新聞広報、KRYラジオ、FM山口、県内有線放送、山口県広報  

誌ふれあい山口、NHK地上デジタル放送（データ放送）、YR  

Bテレビ「なるほど山口～教えて！リカちやんから」、  

電光掲示板   
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徳島県  ○若年層向けタウン誌に献血に関する特集記事等を掲載する。  ○タウン誌発行業者  

媒体の特性を活かし、広く県民一般を対象にする場合と、  

若年層等、対象者を絞り込んだ場合に分けて広報する。  

保健所単位で実施を予定している高校生献血ボランティア  

の活動の様子を市町ケーブルテレビに取材してもらうこと  

香川県  ○県の各種広報媒体（広報誌、テレビ、ラジオ、ホームページ等）   

を用いた効果的な広報  

◎市町のケーブルテレビ等を活用した広報  

を検討。   

愛媛県   ○ホームページ、市町村の広報にて、献血日の告知   ○市町村   

高知県   ◎テレビ・新聞による年間を通した啓発  

⑨低比重やその他の理由により献血できなかった方への対応  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ◎低比重で献血出来なかった方を対象に、栄養士さんを招いて健  ○鳥取県赤十字血液センター  

康相談の実施   ◎鳥取県栄養士会   

島根県   ○健康相談事業の実施   島根県赤十字血液センター   

岡山県   ○比重不足の献血者を対象に、検診看護師が「なるほど」パンフ  

レットを活用して栄養指導を行う。   

広島県   ○比重不足の者に対して、健康管理や食生活に関する啓発を行  

い、次回献血を促す。  

山口県   献血受付時に血色素量不足により献血出来なかった人に対する、  

栄養指導等を実施する。   

徳島県   ◎採血不適者対策委員会の設置  ○県医師会、栄養士会等   

○栄養相談の実施  

○食生活改善のためのパンフレット配布  
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香川県   低比重による不採血者への栄養指導月1回から2回以上に増やす  ・香川県栄養士会への指導協力依頼   

高知県   チラシ等を配布  

⑩新採血基準移行への準備   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

島根県   ◎高校出前教室（献血のプロセス、注意事項など事前に周知）   島根県、島根県赤十字血液センター  

◎高校献血時の人員配置、ケアの体制作り   島根県赤十字血液センター   

岡山県   各高校へ献血出前講座を実施する際に、PRを行っていく。   県教育委員会   

山口県   ・献血推進リーフレット及び啓発資材を作成し、配布する。  

香川県   ○採血現場において、採血基準や注意事項に関する看板の掲示や  

印刷物の配布  

高知県   国の動向を睨みながら、関係機関において事前準備に努める。  
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別紙様式2  

ブロック名 九州  

「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」及び  
「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

1．「平成21年度献血推進計画に盛り込まれた行動計画事項についての事業予定」  

①小学生やより幼少期の親子を対象とした取組  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○青少年等献血ふれあい事業の拡充   市町村・教育委員会  

（九州血液センターの施設見学及び講座）   子供たちに「命一献血」を学ぶ中で、青少年育成の一助にな  

※毎年対象市町村を決め、重点的に実施  ることをアピールし、依頼する。   

○献血バスを利用した見学会  

○小学生向けの冊子配付  

佐賀県   ○小学生を対象にした「夏休み献血教室」を実施。九州血液セン  県・血液センター・小学校・教育委員会・新聞社等，  
ターの見学や佐野常民記念館などを見学   平成20年度は佐賀市内の小学校を対象に教育委員会を通し  

て希望者を募集した。   

長崎県   ○九州ブロック赤十字血液センターが作成した絵本風パンフレ  九州ブロック赤十字血液センター 県・市町教育委員会   

ツトを，各小学校に配布  
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熊本県   ○年代にあった啓発資材を作成一配布すると共に、薬物乱用防止  

教室等の出前講座を活用し献血の重要性を話して、献血思想を  

意識づける。   

大分県   ◎「親子おもしろ献血教室」  大分県教育委員会，各市町村教育委員会・献血推進担当課   

一夏休み期間中に小学校高学年生とその親（20組）対象に開催  

大分県，大分県教育委員会，各市町村教育委員会の後援を取り  

つけたのち，県下小学校に応募用紙を配布し，参加者を募集  

宮崎県   ○夏休み親子献血教室を実施し，小学生とその保護者が，献血の  血液センター主催，宮崎県赤十字血液センター主催，宮崎  

必要性，重要性及び血液に関する正しい知識を学ぶ。   県教育委員会，宮日新聞   

沖縄県   ○青少年赤十字加盟校に対し、小学生対象に作成した献血普及啓  

発用の冊子を活用し、献血教室開催を依頼する。   

鹿児島県   ○小学生を対象とした「楽しく学ぼうキッズ献血」を実施し，県  県，市，県教育委員会・市教育委員会，日本赤十字社鹿児  
赤十字センターの見学や，小学生が医師や看護師などに仮装し  

献血を楽しく模擬体験する。  

◎pTA献血実施の際，親が献血するところを子供に見せて献血  

の重要性や命の大切さについて親子で学んでもらえるよう「フ  

アミリー献血」を実施する。   

②複数回献  血者となってもらうための重点的な啓発・施策   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携t協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○固定施設におけるPPP献血・PC献血登録者の拡充   市町村、各協力団体・事業所  

○献血会場ごとに既献血者へメールやハガキを利用した依頼   PRチラシやポスターを配布し、継続的な協力を要請する。   

佐賀県   ○メールによりイベント案内，リーフレットや情報誌の配布や健  

康相談を行う。   



県・市町  

日赤  

一般事業所，ボランティア団体  

○献血者登録制度推進員の活用と献血登録者への協力依頼  

O「複数回献血クラブ」の充実  

○ライオンズクラブ等ボランティア団体への定期的献血  

長崎県  

血液センター・市町村・各協力団体  ○献血受付時に献血申込書の確認事項により、「血液センターか   熊本県  

】らの協力依頼を行うこと」についての承諾を取り、季節的ある  l   

いは血液型別の血液不足時に協力を依頼する。   

大分県   ○複数回献血クラブ会員増加の推進  

未加入者に加入申込書を発送して勧誘  

宮崎県   ○宮崎県複数回献血クラブの啓発用グッズを配布し，登録の推進  県，血液センター   

沖縄県   ○既に設置した献血クラブについて、若者を中心に加入を促進す  

る。   

鹿児島県  ○メールによるイベント案内や健康相談を行う。  県・血液センター・市町村・ボランティア組織   

○初回の献血時，献血会場で複数回献血への協力を依頼するとと  

もに，2回目の献血が可能となるころに，献血をハガキ等で呼  

びかける。  

また，献血カードを渡すとき，次回の献血可能日を伝える。  

3痍町村における献血推進協議会の設置の推進   
予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携1協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○平成20年度に廃止された1市協議会の再度設置   協議会を再度設置してもらうよう県と血液センターで働き  

（他市町村については全て設置）   かける。   

佐賀県   ○各市町担当者の会議・研修を通して．地域献血についての協力  県・市町・血液センター   

を呼びかけ， 市町における献血の重要性を認識してもらう  
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長崎県   ○健康づくりと連携した献血推進協議会設置の働きかけ   県・市町  

～献血も地域医療の一端を担うという位置付け   日赤   

熊本県   ○引き続き、協議会未設置の市町長に対して日赤と協力して設置  

を働きかける。   

大分県   ◎市町村献血主管課長及び担当者研修会の中で，献血推進協議会  

を設置している市町村が，予算や構成委員，また協議会での検  

討事項，意見などを，未設置市町村に示すことにより，協議会  

設置を促す。   

宮崎県   ○未設置市町村については、会議等で設置を働きかける。   県・市町村   

沖縄県   ○未設置市町村については、会議等で協議会の設置を促す。  市町村   

また、献血推進協議会が休眠状態である市町村については、そ  

の理由等を明確にし、協議会の活用を促す。  

鹿児島県  ○市町村合併後の未設置市町に対し，献血推進協議会の再構築及  

び活動強化を促す。  

○献血推進協議会主管課長会議や市町村長への訪問等を通じて  

協議会設置及び活動の強化を要請する。   

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○協力事業所・団体の新規開拓   市町村  

相手企業等に合わせた献血時間の設定   市町村担当者と同行し、地元での奉仕活動として取組みを  

告知ポスター、チラシの配付   依頼する。   

佐賀県   ◎事業所あて献血への協力や献血バスの受入等についてアンケ  県・血液センター・県内事業所  

－トを実施する。  



県・市町  

日赤  

一般事業所  

○企業訪問による新規開拓  

～市・町からの紹介の場合，職員の同行でさらに効果大  

○複数の傘下機関を有する上部団体への協力依頼  

長崎県  

県・血液センター・県内事業所  ○献血協力団体等に対する知事表彰の実施   熊本県  

l   

I 

o最大限に献血に協力いただくために、入念な事前打合せの実施l   l   

大分県   ○県及び市町村との連携強化による進出企業等の新規開拓   県主管課，県企業立地推進課．保健所及び各市町村献血担  

県主管課，県企業立地推進課，保健所及び各市町村献血担当課  

職員が進出企業等の新規開拓渉外訪問時に同行した企業献血の  

進進   

宮崎県   ○成分献血協力実績のあった企業名を地元新聞に掲載  県■血液センター   

○献血サポーターマークを活用した，献血サポーター事業への参  

加推進  

沖縄県   ◎市町村が献血協力団体へ献血の実施を依頼する。   市町村  

○工事現場や未実施団体等に献血実施を依頼する。   商工会議所・ライオンズクラブ（情報提供を依頼する）   

鹿児島県  ○各種ボランティア団体から広く事業所の情報を得て，県・市町  
の担当職員及び血液センターの職員と協力しながら協力企業  

を増やしていく。   

5官公署における率先した献血実施   
予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○実施状況の調査   市町村   
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佐賀県   佐賀県では今のところ協力的に献血受入をしていただいている  国・県・市町・血液センター   

が，国等においても職免制度の充実等を行っていただきたい。  

長崎県   献血バスの駐車スペースが確保できる部署での優先協力   県・市町  

（※通常，年6回実施。最多では年12回）   教育庁  

○警察学校では入校時に献血協力あり   職員組合等   

熊本県   ○事前広報の強化   国・県・市町村・血液センター   

大分県   ◎県庁内献血での献血者に所属部署を記載してもらい，部署ごと  県庁内各課，団体等   

の献血者の人数を集計し、部署ごとの献血推進に役立てる。  

宮崎県   ○各官公庁において年2回以上の献血実施   県・市町村■血液センター   

沖縄県   ○官公署による定期的な献血の実施及び献血不足時の対応   陸上・海上・航空自衛隊の各駐屯地   

鹿児島県  ○各官公庁において，年3回を目標に定期的な献血を実施する。  国・県・市町村・血液センター   

◎職免制度の普及啓発  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○集客の多い郊外の大型商業施設等での実施   市町村、ライオンズクラブ  

○動員力の大きいライオンズクラブなどの組織的な献血実施   実施にかかるPR、会場必要スペースの提供を依頼。  

」Cなどの団体に組織的な協力を依頼。   

佐賀県   ○市町における地域献血でのボランティア団体との協力  県・血液センター・ボランティア団体・県内事業所   

◎協力事業所を増やし，移動距離を短くできるようにする  

長崎県   ○公道から目立つ駐車えペースの確保   市町  

○防災無線を活用した献血協力の呼びかけを市町に要請  ボランティア団体  

○市町，事業所等の各種イベント（健康まつり等）に参加  



県・血液センター・ボランティア団体・県内事業所  ○地域の実情（イベントの開催等）に応じた、配車計画の策定   熊本県  

市町村（広報車．献血実績の掲載）  ◎献血会場周辺の広報車による広報活動  

◎市町村報への献血実績の掲載による広報の展開  

・県主管課から市町村に献血関係の会議，研修会時に協力要請   

大分県  

l   ◎新聞への折込チラシによる広報   

l  

○献血実施時間の延長（昼休み時の献血継続）   

宮崎県   ◎「町ぐるみ総動員献血者掘り起こし運動」  血液センター主催・市町村・各団体   

冬期の献血者確保対策の一環として市町村単位で実施  

献血層の底辺拡大を図る。  

沖縄県   ○自治会の有線放送や赤十字奉仕団の協力のもと、近隣に呼びか  ・自治会長や区長（事前に献血実施を区長に説明し，協力を  

け、より多くの献血協力者を確保する。   求める）  

・赤十字奉仕団   

鹿児島県  01日の移動回数を減少させ，人数の多い献血会場ごとの受付時  県・市町村・血液センター・県内企業・ボランティア  

間を延長することにより周辺企業から多くの協力が得られる  

よう検討する。  

○献血日程決定後，県・市町村の担当職員及び血液センターの担  

当職員が協力しながら，周辺企業や住民に呼びかけ，実施日ま  

でに受入体制をつくる。   

②献血バえ敵誌泰無水縞女権腐に毎≡≡i喪≡惣み検討   

問感点   どのように対処しているか  

（特に、繁華街での駐車スペース確保について。具体的な場所も   （連携・協力を必要とする団体等やその連携・協力を得る  
都道府県名  記載する。）   ための方法。）   

福岡県   ※問題点   市町村  

近年、歩道上の駐車は警察の許可が下りないため献血の実施で  

きないこと。  

○商業施設のイベントスペース、事業所の玄関先、JR駅敷地内  

の歩道スペースで実施   
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佐賀県   佐賀県では今のところ問題とはなっていない  

長崎県   ○長崎駅前広場   駐車場使用料がかなりの高額であるが，ライオンズクラブ  

の協力で無償提供いただいている。   

熊本県   ○献血バスの駐車スペースが、確保できるところのみで献血を実  

施。  

大分県   ○現在，郊外に献血バスを配車しており，繁華街での献血は実施  

していない。  

宮崎県   ○主な市町での街頭献血については，ショッピングセンター側の  

理解と協力を頂き．休日の受入も可能   

沖縄県   今のところ問題とはなっていない  

鹿児島県  ○目立つ場所への献血バスの駐車について，関係機関・団体の理  市町村，ボランティア団体  

解を得る。   県血液センター   

⑧メディアによる繰り返しの啓発  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事棄の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携．・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○キャンペーン時におけるテレビ、ラジオ、新聞による啓発   報道機関、市町村   

佐賀県   ○キャンペーンにあわせ，ラジオ及び映画館での啓発を行ってい  

る（ただし．テレビ放映は一時的な献血者増加が見込まれ，  

反応が良過ぎるのは困る）   

長崎県   ○ラジオ・新聞・ケーブルテレビ・広報誌等による周知   県・市町  

報道機関  

県献血推進協議会委員所属団体等   
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熊本県   ○繁華街の大型ビジョン、若者向け情報誌等を活用した広報   県・血液センター■メディア業者   

大分県   ○民放ラジオによる移動採血実施場所及びキャンペーン，イベン  民放ラジオ（2社）  

トなどの案内 放送   民放テレビ（3社）  

○ラジオ番組に職員が出演してPR  放送局との密接なコミュニケーション   

○全国統一キャンペーン時の広報素材提供による放送（テレビ，  

ラジオ）  

宮崎県   ○地元新聞に献血の情報を掲載（奇数月）  県・血液センター・市町村   

O「愛の血液助け合い月間」や「はたちの献血キャンペーン」イ  

ベントについて，県，市町村の広報媒体による広報活動  

沖縄県   ○毎朝の献血バス運行状況及び必要献血者数について、地元ラジ  

オ局から放送する。  

○各種イベント時に献血普及に関する知事メッセージを地元新  

聞へ掲載する。   

鹿児島県  ○各種キャンペーン中に，ラジオ及びテレビによる献血の普及  県・血液センター・メディア業者   

OTV，ラジオや新聞等の県政情報番組で献血に関する情報提供  

⑨低比重やその他の理由により献血できなかった方への対応   
予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○地元食生活改善推進協議会等や保健師による献立表の配付及   市町村、食生活改善推進協議会  

び栄養指導  地元食進会や保健師による食事改善、健康指導を依頼する。   

○比重不足解消のためのパンフレット配布  

佐賀県   ○医者の指導，栄養相談の実施   血液センター   

長崎県   過去，母体，献血ルームで栄養指導や健康相談サービスを実施   日赤  

○日赤が作成した栄養指導のパンフレットを配布   栄養士ボランティア   
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熊本県   ○健康相談等の実施   県■市町村・血液センター・栄養士会   

大分県   ◎低比重者への栄養士協会指導員によや栄養相談会   県栄養士会   

宮崎県   ○低比重者については，検診軍師から「なるほど献血」パンフ  血液センター   

レットに基づき，生活指導を実施  

沖縄県   ○低比重のため献血できなかった方に対して、健康改善に関する  なし   

パンフレットを作成し、改善点等について問診医から説明。  

鹿児島県  ○看護師等による，献血会場での食生活指導   県  

○県庁献血時に低比重者へ「健康相談のカード」を配布し．相談  市町村  

者に健康管理室において食生活指導を行う。  血液センター   

◎採血時の低比重の結果を受け，健康相談を実施する。  

⑩新採血基準移行への準備  

予定事業の概要   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○新献血基準移行に係る広報   血液センター、県、市町村  

HPや印刷物の作成、配布又は採血従事者により現場での情  

報提供を行う。   

佐賀県   ◎年齢引き上げによる新たな対象者への個別お知らせや若年層  県・血液センター・学校等   

へは献血教室等でのお知らせ  

長崎県   特に事業の予定なし  

熊本県   ○新採血基準に関する情報提供の強化   県・血液センター・市町村・教育委員会  

学校薬剤師会等  



大分県教育委員会，大分県高校校長会，大分県学校保健会，  

各高等学校  

◎高校校長会において，高校での献血の啓発及び校内献血の協力   

依頼  

◎県．保健所，市町村の献血担当者と高校教諭との高校生の献血   

推進に関する意見交換会開催  

大分県  

l   

】   

「の献血啓発   

宮崎県   ○献血ルームに、映像配信システムを導入し、新採血基準移行に  

ついて広報を行う。   

沖縄県   ○献血教室等での周知   教育委員会・血液センター・各高等学校   

鹿児島県  ◎学校献血協力校については，校長・養護教諭等へ説明を行う。  県・市町村・血液センター・県薬剤師会   

◎今まで協力のない高校の中でも，特に男子高校生が多いエ業系  

の高校について、新規にお願いしていく  

◎学校薬剤師等による高校生への説明  
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別紙様式3  

ブロック名 北海道・東北  

2．「平成22年度献血推進計画に盛り込むぺき行動計画事項について」  

①「献血出前講座」や体験学習等の実施  
実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○ライオンズクラブ、看護学校等への講座の実施   ・日赤  

◎小中学校への講座実施を検討   ・教育委員会（北海道、札幌市）   

岩手県   ○高校献血の事前渉外時に出前講座の実施や啓発用ビデオ貸し  

出しが可能である旨、養護教員等に説明している。  

○血液センターにおいて親と子の血液センター見学会を実施。   

宮城県   主催：宮城県赤十字血液センター  

O「けんけつKID’sサマースクール」  

小学4～6年生及びその保護者を対象に4日間開催。  

O「献血出前講座およびセミナー」  

主に大学、専門学校生を対象に9回開催。  

秋田県   ○企業の安全衛生週間等の行事に献血講話を組み入れる。  企業、中学校   

○社会科学習を積極的に受け入れる。  

山形県   ○さくらんぼ献血予備隊育成事業（県）   血液センターと連携  

まもなく献血が可能となる中学生（主として3年生）に対し、  教育委員会に対し協力依頼   

献血の仕組みや必要性について啓発チラシを作成し、学校側の  

理解が得られた学校に対し、講義を実施  

鳩
茸
 
二
－
N
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②「団塊の世代」や「定年退職後来の方々に積極的撫掘血陸依然転乗もーらう  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ◎50歳以上を対象とした「糖尿病関連検査」の広報活動  日赤   

◎還暦者を対象とした献血キャンペーン実施の検討。  

岩手県   ◎シニア世代を対象とし七情報誌等への啓発広告を行う。   厚生労働省・日赤・都道府県・市町村   

秋田県   ○献血されている方が還暦をむかえたとき、お祝いのハガキを  企業   

発送するとともに、献血の継続をお願いする。  

○退職後は献血ルームで献血していただけるよう依頼する。  

また、最寄りで街頭献血がある場合、案内ハガキを発送する。  

山形県   055歳以上の献血者に対し、電話、はがきによる血賛成分献  

血への協力依頼（血液センター）  

青森県   ◎広報誌を作成し、情報提供する。（センター）  

③ボランティアの育成や地域細欄徒の遵凛  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ◎学生献血ボランティア活動を地域広報誌へ積極的に掲載する  ・厚生労働省  

ことや学域での献血時に学生活動のダイジェスト版を同世代  

へ配布することを検討する。   ・道市町村   
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○ライオンズクラブによる献血実施の拡大。  

◎学生献血ボランティアのドキュメンタリー番組等を作成し、   

広く献血への関心や同世代に共感の得られる広報を展開。  

日赤  

学生ボランティア  

○ライオンズクラブや高校のJRC部・大学ボランティアサー  岩手県   厚生労働省・日赤・都道府県・市町村  

■クルを通じてボランティア活動の1つとしての献血の意識付  

けを図る。   

宮城県   ◎現在、地域組織について把握できていないため、献血協力し  

ている地域組織の現状について調査する。  

秋田県   ○地域と密接な関係にある赤十字奉仕団、ライオンズクラブと  ライオンズクラブ、学生ボランティア、日赤奉仕団等   

血液センターの関係を深め、研修会等を実施して企業での献  

血や街頭献血でも勧誘等に努めていただく。  

○また、単に献血だけではなく、赤十字の組織性を活かし日赤  

支部によるAED講習会等の講習を実施し、赤十字のボランテ  

イア意識を高める。  

○学生献血ボランティア（当県は秋田県学生献血推進協議会）  

の集会等で献血講話を行い、ボランティアの重要性や必要性  

を理解していただき献血啓発に協力してもらう。  

○高校生ボランティアが参加するふれあい献血キャンペーン  

（祝祭日に実施している街頭献血）の実施  

山形県   ○学生献血協力サークル育成事業（県）  

大学等における既存サークルの協力を得て、献血希望者の募  

集等を行う体制を構築し、学生献血者の増加を図る。   

福島県   ○ヤング献血定着促進事業   大学生ボランティアによるキャンペーンの支援、ボランテイ  

ア団体の育成。   

青森県   ○青森県学生献血推進連絡会との連携を深める。（センター）  

（県）  
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④献血ルーム及び献血バスめ機能面頑元素  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ○将来の北海道における人口動態の推計から、地方都市におけ  日赤   

る献血可能人口の減少により、特に移動献血車や地方の固定  

施設における献血協力数が減少するものと思慮される。これ  

らのことから、現在、札幌市内の固定施設の在り方について  

検討を行っている。  

◎移動献血車の降り口に、転落防止の手摺りが取り付け可能か  

を検討する。  

岩手県   ○献血ルームでは、若年層の円滑な受入れに配慮し、明るくク  日赤  

リーンな環境整備に努める。  

◎献血バスのエアコン・暖房・発動発電機の性能向上、防錆強  

化  

秋田県  ○漫画、ゲーム、リラクゼーション等の充実を図り広報等でP  市町村広報、報道機関   

Rする。  

○献血を希望する企業へ献血バスが出向くことが可能であるこ  

とを広報等でPRする。  

青森県  ◎県内全献血ルームの休業日を廃止する。（センター）  

⑤子育て中の方も献血しやすくなるエ夫  

実施事例または新たな方策としての提案事例   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

北海道   ◎ボランティアによる幼児預かり環境の整備   北海道・札幌市への打診  



※「予定事業の概要」欄：継続事業には○印、新規事業については◎印で表示すること。  

※「実施事例または新たな方策としての提案事例」欄：実施事例には○印、新たな方策としての提案事例については◎印で表示すること。  

※ 内容については、簡潔にとりまとめること。  
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別紙様式3  

ブロック名   関東甲信越地区  

2．「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」   

①「献血出血講座J‘．や休息学習等の衰鹿  
実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   ○献血出前講座の実施  

○高校生を対象とした施設見学会等の実施   該当高校のJRC活動の一環として実施している。   

群馬県   ◎当県のとなりの埼玉県血液センターで実施しているため、今後  

は実施にむけて検討。   

埼玉県   ○小、中、高、大学等への血液に関する出前講座を実施する。  血液センター、市町村   

特に高校、大学については出前講座実施後のアンケート実施に  

より、若年者の献血に対する考え方を把握する。  

千葉県   ○ 中、高校生の献血推進啓発作品（ポスター）の募集   ○ 教育庁、県内各中学、高校  

○ 中学生向け献血啓発用テキストの作成   ○ 教育庁、県内各中学校  

【血液センター】   【血液センター】  

○若年者層及び献血前年齢層への献血啓発として、高校生を対象  ○（献血セミナー）  

とした献血セミナー、中学生職場体験（キャリア教育）を積極  千葉県教育庁教育振興部→実施高等学校の選定と実施依頼 

的に実施・受入を行う。   千葉県青少年赤十字指導者協議会  

青少年赤十字採用校での実施勧奨   
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（中学生職場体験）  

千葉市教育委員会学校教育部→職場体験受入先として、血液  

センターを紹介  

※PTAや学校関係者へ職場体験受入先として血液センター  ○若年者層への献血啓発として、小・中・高校生を対象に施設内  東京都  

で体験学習見学会を実施し、受入を行う。   を紹介。   

神奈川県  ○夏休み期間を利用し、小中学生の親子を対象として、血液セン  ちらし等PR資材を作製して、各市町村教育委員会等の協力  

ターや献血ルームの見学等を行う親子献血教室を開催する。   により周知する。   

新潟県   ○高等学校における献血普及講演会の実施  県教育委員会   

○小学生から高校生を対象とした献血ルーム見学会の開催（再  

掲）  

②「団塊の世代」や「定年退職後」の方々に積極的に献血に協力してもらうためエ夫  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

茨城県   060歳以上の献血者にハガキでの協力依頼  

群馬県   ◎自分で献血定年を決める献血者が多く、60歳～64歳まで  血液センター   

の献血者に献血年齢等を周知するDMの配信、そのことによ  

り69歳までの献血者確保につなげる。  

埼玉県   ◎団塊の世代や定年退職後の方々へ封書にて献血ルームや街頭  血液センター   

会場への献血協力依頼を行う。  
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千葉県   ○各種献血キャンペーンを実施するとともに、各種広報媒体に  

献血関連情報を提供する。  

【血液センター】   【血液センター】  

○献血協力依頼文章の発送及び自治会等地域住民を対象とした  060才以上の方への献血場所の情報提供及び各市町村、推進  

説明会の実施。   団体の協力を得て献血者の確保を図る。   

東京都   ○継続的なDMの活用。   ※血液センターとの連携強化。  

○市区町村と赤十字による情報連携弓削ヒ。   ※市区町村の関係各課と連携し、町会・町内地域との密接な情  

報提供を検討。   

新潟県   ◎記事体広告を地元紙に掲載  

長野県   【血液センター】  

○定期的なハガキによる固定施設のPRや献血情報（血液不足  市町村レベルでの献血のPR。地域回覧板によるPR。   

情報）の提供  

③ボランティアの育成や地域組織七の連携  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）  

茨城県  ○献血支援団体や学生ボランティア主催のキャンペーンの実施  各大学の赤十字奉仕団．地元献血連合会やライオンズクラブ  

協力を得てキヰンペーンを実施している。  

栃木県  ○学生ボランティアサークル「かけはし」やライオンズクラブ  血液センター・ボランティア団体   

等の既存のボランティア団体との連携をはかる。  
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血液センター1ボランティア団体  ○ライオンズクラブ・ロータリークラブ等の既存のボランティ   

ア団体との連携をはかる。   

群馬県  

血液センター・ボランティア団体  ○ライオンズクラブ、ロータリークラブ等の既存のボランティ   

ア団体との連携をはかる。   

埼玉県  

千葉県   ○ 中、高校生の献血推進啓発作品（ポスター）の募集 ■   ○中、高校生の献血推進啓発作品（ポスター）の募集すること  

○ 成人式に作成した献血啓発用リーフレットを配布   により献血への理解を深め、将来にわたっての献血者の確保  

【血液センター】   やボランティアの育成につながる。  

○大学生及び高校生に献血情報提供し、ボランティア活動を依  ○県内各大学及びJRC採用校に血液センターを通じ、協力を  
頼する。   依頼する。  

【血液センター】  

○県内各大学及びJRC採用校に協力を依頼する。   

東京都   ○日赤支部との連携を更に強化する。   ※各ボランティア組織を献血事業に積極的に参加協力できるよ  

う日赤支部と血液センターの連携を密にする。   

神奈川県  ○若年層の献血推進に大学生ボランティアサークルを活用して  県内大学校、大学ボランティアサークル、ボランティアクラブ  
ボラフェスタを開催する。   及び社会貢献団体。   

新潟県   ◎高等学校ボランティアクラブへの献血PR活動参加の呼びかけ  

○献血以外のボランティア活動を行っているボランティア組織  

に対する献血協力の呼びかけ  

長野県   ○献血者が減少する夏季・冬季に郊外型大型店舗前でサマーキ   地元社会福祉協議会やライオンズクラブなどの協力団体、学  

ヤンペーンークリスマスキャンペーンを実施しているが、こ  

の際に学生ボランティアの協力を得ている。   
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④献血ルーム及び献血′くスの機能面の充実  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

群馬県   ◎3ケ所あるルームのなかで、平成21年2月に前橋ルームを  血液センター （献血ルーム・献血バス）   

リニューアルオープンしてイメージアップを図る。  

◎採血バスにおいては、安全重視から待ち時間が長いため、雑  

誌等を準備して機能面の充実を図る。  

埼玉県   ○平成20年度既存の献血ルームを大型ショッピングセンター内  

に移転し、ベッド数の増床により献血者確保の拡充を図った。   

千葉県   【血液センター】  

○平成19年度■20年度、献血ルームにおいて献血に新たなサー  ○ネイル関連学校  

ビスを加え、献血イメージの刷新による献血者の固定化を狙  セラピースクール・ショップ  

った。  大手リラクゼーションチェーン   

献血者の健康増進に配慮したリラクゼーション関連サービス  

や、流行を取り入れたファッション関連サービスを積極的に  

採用し、献血ルームの更なる周知を図った。  

平成21年度以降もこの基調を堅持しつつ、献血環境の更なる  

向上に努める。  

主なサービス  

・アロマハンドトリートメント  

－ボディリラクゼーション（上半身のケア）  

・ネイルケア・ネイルアート  

・天然ポプリ製作アロマ石鹸製作体験  

・アロマバスオイル製作体験  

・献血キャラクターパン贈呈  

1  
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東京都   ○献血バス駐車スペース確保不足による環境面の格差   ※血液センターやルームとの情報連携強化し設備の充実を検  

討。   

新潟県   ○献血バスのステップを緩勾配・両手すりに改善  

⑤子育て中の方も献血しやすくなるエ夫   

実施事例または新たな方策としての提案事例   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

栃木県   ○献血を行っている間の託児スペースの確保  血液センター   

（絵本の読み聞かせ等）  

群馬県   ◎スペースのあるルームにおいては託児体制実施にむけて検  献血ルーム   

討。  

千葉県   【血液センター】   ◎献血者の受入以外にサービスサポート要員を専門に配置し、お子様  

◎大型商業施設でのサービスサボ小職員を可能なかぎり配置。   をお預かりし、安心して献血に協力して頂けるよう体制づく  

りを検討する。   

東京都   ○ショッピングモール、．ホームセンター等での献血実施を検討  ※同伴及びお子様連れの方々に対して、飽きさせないイベント  

し、待ち時間の軽減及びイベント実施の検討。   を検討する。   

新潟県   ○献血ルームに幼児向けの絵本を備え付け  

長野県   ・献血会場に隣接した託児所（託児スタッフを含む）の設置（献  

血している間、子どもを預ける場所が必要）   

※「予定事業の概要」欄：継続事業には○印、新規事業については◎印で表示すること。  

※「実施事例または新たな方策としての提案事例」欄：実施事例には○印、新たな方策としての提案事例については◎印で表示すること。  

※ 内容については、簡潔にとりまとめること。  
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別紙様式3  

軸ック名 東海・北陸・近畿ブロック  

2．「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

①r献血出前講座」担体鹸学習等め痍施  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県  専門学校、短大で新入生の献血説明会を実施  

大学での薬物乱用防止教室でPR  

福井県  出前講座を実施  

岐阜県  県職員による出前講座を実施  

愛知県  市町村に出向いて夏休み親子血液教室を実施  

教育委員会、各高等学校等   

京都府  嵩校に出向き、卒業前の高校を対象に講演を実施  

大阪府  大学生、高校生を対象としたセミナーを実施  

奈良県  大学ボランティア対象の勉強会を実施  

和歌山県          外部講師を招き、高校生対象の講演会を実施  

12  
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②「団塊の世代」や「定年退♯後」の方々に積捷的に献血に協無してもらうためエ夫  

③ボランティアの育成や地域組織との連携  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

富山県   学生ボランティア、学生献血協議会、高校生ボランティア等と   教育委員会、各大学・高等学校、学生献血推進協言義会等   

石川県  の連携を強化し、各種イベントを実施  

福井県  

静岡県  ・高校生献血ボランティア「アポちやんサポーター」事業の実   

愛知県   施（14高校、98名委嘱）（静岡県）   

三重県  ・スポーツクラブチームの育成（滋賀県）   

滋賀県  

兵庫県  

奈良県  

和歌山県  
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④献血ルーム及び献血′くス吸機能面の充実  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連準・協力を得るための方法。）   

富山県  イベントでの献血の待ち時間においてビデオを上映、また、雑  

誌を提供  

石川県  血液センターの場所がわかりやすい環境づくリ  

和歌山県     献血ルームの待合室を快適にするようなエ夫  

⑤子育て中の方も献血しやすこくなるエ夫  

実施事例または新たな方策としての提案事例   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）  （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

滋賀県  プレイルームの併設、献血後の休憩場所の提供  

和歌山県    献血バスヘ子どもを同乗、献血ルームで子どもが親の近くにい  

られる環境をエ夫  

※「予定事業の概要」欄：継続事業には○印、新規事業については◎印で表示すること。  

※「実施事例または新たな方策としての提案事例」欄：実施事例には○印、新たな方策としての提案事例については◎印で表示すること。  

※ 内容については、簡潔にとりまとめること。  
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別紙様式3  

ブロック名 中国・四国  

2．「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

①r献血出前計座」や体験学習等の実施  
実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ◎県、市の新規採用職員への献血出前講座を実施   ○鳥取県赤十字血液センター  

○県、市   

島根県   ○教育委員会への出前講座のPR、協力依頼   （実施主体）島根県、島根県赤十字血液センター  

（協力先）教育委員会   

岡山県   ◎各高校へ献血出前講座を実施できるように計画中である。   教育委員会、日赤岡山支部   

広島県   ◎小学生を対象とした「献血出前講座」を実施する。   ◎県、教育委員会と共催予定   

山口県   ‥小中学校に出向いての出前口座は、将来の献血者確保のために  園の支援   

有効と考えるが、関係職員は極めて多忙であり、事業を拡大す  

ると、実施人員の確保が困難となります。  

ついては、国の委託事業等で「血液センターのOB等を献血推進  

指導員（仮称）として雇用し、出前講座を担当してもらう等の事  

業」を検討していただけないか。  

香川県   ○小学生親子血液センター見学教室（再掲）   ・県教育委員会に資料説明を行い、了承を得た後、各市町教  

4年生～6年生を対象に夏休み期間中に実施  育委員会へ文書で協力依頼  

○献血出前講座（再掲）  

4年生～6年生を対象に、献血の必要性や命の大切さへの理解  

を求める。  
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愛媛県   ○出張献血教室等を行っている。   ○愛媛県赤十字血液センター   

高知県   ◎血液センターによる出前講座   教育委員会   

や「定年退♯後  ②l団堺の世代」、や「定年退職後」の万タに穫捷的l箪称血粍協力転て∴もを争軽妙車夫   

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

島根県   ○ダイレクトメールの送付   島根県赤十字血液センター   

山口県   一平日に時間の余裕のある方々に協力してもらえるよう広報に  

努める。  

香川県   ◎元気な定年退職者が集う場所を模索し、献血を依頼又は推進  

ボランティアとしての活動依頼  

高知県   献血メールクラブ活用による継続的な協力依頼  

③ボランティアの育成や地域組儀との連携  

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

鳥取県   ○学生ボランティアに対する研修会、学習会の実施  ○大学など   

○年間を通じて、学内献血を実施（4～5回計画）  

島根県   ○学生献血推進サークルとの連携強化（セミナー、勉強会）   島根県赤十字血液センター  

○ライオンズクラブ等との連携強化   島根県赤十字血液センター   

岡山県   ◎・○企画課とタイアップし、新規ボランティア団体を開拓す  

る。街頭献血等において呼びかけ、受付のお手伝い等をして  

いただく。また、既存のボランティア団体に継続的な協力と  

より一層の協力をお願いする。  
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広島県   ○若年層対策のため、大学献血推進協議会の活性化   ○大学献血推進協議会、血液センターと共催しセミナーの開催。   

山口県   ・高校生の献血推進ボランティアを育成。   ・青少年赤十字奉仕団  

・大学生の献血推進ボランティアを育成。   ・青年赤十字奉仕団   

香川県  ○高校生や大学生ボランティアによる献血キャンペーン   ・県教育委員会の協力のもと、校長会等の場で学校長に理解を   香川県  ■○高校生や大学生ボランティアによる献血キャンペーン   ■・県教育委員会の協力のもと、校長会等の場で学校長に理解を’  

県や血液センター主催のキャンペーンに参加してもらう。   求めるとともに、養護やボランティア担当教諭を通じて参加  

◎保健所単位での高校生献血ボランティア   者を募り、高校生に献血に関するイベントを企画、実施して  

高校生自らがイベントを企画し、献血の推進を図る。   もらう。  

○ライオンズクラブや地元献血推進団体への協力依頼   うイオンズクラブの総会や地元献血推進団体の会合等の場で、  

献血推進研修会の開催や、ボランティア団体への協力依頼   献血推進への依頼を行う。   

愛媛県   ○学生奉仕団、青年奉仕団の結成   ○大学、各種専門学校、青年会議所等   

高知県   各団体の会合時に、献血についての協力要請   ライオンズクラブ、商工会青年部、青年会議所等   

④献血ルーム及び献血バスの機能面の充実   

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

島根県   ○バス付属の天幕装置の活用   島根県赤十字血液センター   

岡山県   ◎現在ある献血ルームは人通りも少なくなっており、全血献血も  

協力が望めなくなっている。そのため、人通りの多い駅を中心  

に新規の献血ルームを設置することを検討している。   

香川県   ◎献血者が心地よく協力いただくため、採血に関わるスタッフの  

接遇をより向上させるための研修会を実施  

高知県   移動献血バスについて言えば、地域的な状況から大型化は極力抑  

えて頂き、自家発電装置・クーラー等の防音対策を充実させる。   
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⑤子育て中の方も献血しやすくなるエ尭  

実施事例または新たな方策としての提案事例   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

香川県   ○大型ショッピングセンターでのイベントでの献血時に、ぬり絵  ・ショビングセンターの協力により、子供が遊べるスペースの  

やプラ板、バルーンアート等で子供が遊べるコーナーを設置   確保が必要  

・保育士又は看護師の資格をもったボランティアを募集   

※「予定事業の概要」欄：継続事業には○印、新規事業については◎印で表示すること。  

※「実施事例または新たな方策としての提案事例」欄：実施事例には○印、新たな方策としての提案事例については◎印で表示すること。  

※ 内容については、簡潔にとりまとめること。  
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別紙様式3  

ブロック名 九州  

2．「平成22年度献血推進計画に盛り込むべき行動計画事項について」  

①「献血出  前講座」や体験学習等の実施   

都道府県名   実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

（事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携t協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○献血出前講座   県教委、市町村、市町村教委  

小・中学生に対する献血バスを利用した出前講座の実施   出前講座受け入れを円滑にするため教育委員会からの文書  

高校、大学、市町村における出前講座の実施及び拡充   発出依頼  

○体験学習  小学校、中学校校長会に出向いての依植   

血液センター見学  

移動採血の現場での受付などの体験学習  

○専用の推進パンフレット作成  

佐賀県   ○年3～4校で献血教室（HOPSTEPJUMPの活用やDVD放映など）  県・血液センター・教育委員会・学校   

を実施  

長崎県   ○地域で献血思想の普及に尽力されている方へ、九州血液センタ  血液センター   

ーで検査・製造工程を直接見学することで、献血への理解を  

深め、地域での献血協力を呼びかけていただく  

熊本県   ◎放課後児童クラブにおける啓発活動の実施   県・市町村教育委員会  

少子化対策担当部局   
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大分県   O「親子おもしろ献血教室」（小学校高学年生とその親子20組  大分県，大分県教育委員会，各市町村教育委員会3者の後  

対象で夏休みに実施）   援を取り付けたのち，県下小学校に応募用紙を配布し．参加  

○中学生の献血ルームにおける体験学習   者を募集。  

○献血セミナー（小■中・高・大学生対象）の開催   日本赤十字社県支部．青少年赤十字加盟校，学生献血推進  

協議会加盟校   

宮崎県   ○夏休み親子献血の実施   血液センター、宮崎県教育委員会、宮日新聞   

沖縄県   ○献血思想を印象付けるため、献血教室を実施する。   教育委員会t県・血液センターー学校   

鹿児島県  ○各種学校での献血講座の実施（DVD放映及び講演等）   県・市町村・血液センター・教育委員会  

○学校薬剤師による血液教育事業の実施   学校・県薬剤師会   

②r団塊の  世代」や「定年退職後」∴∴め方針陪積極的転載血粧協漸転やもち涛キ燐重夫   

実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○市政だよりによる事前PR  市町村   

献血可能年齢の周知・糖尿病関連検査などを盛り込んだ呼び  

かけの内容を追加  

佐賀県   ○市町献血で住民への呼びかけを行う（地域献血におけるPR強  県■市町一血液センター   

化）  

長崎県   ○献血が制限される服薬の種類緩和の周知   日赤  

～事業所での渉外の際，回覧資料に紹介   一般事業所   

熊本県   ○積極的広報の展開  県・市町村・血液センター等   

◎親子で献血に協力してもらうことで、家族の健康管理に関心  

を持ってもらうために「親子献血推進運動」の実施  
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◎輸血用血液の高齢者への使用実態を踏まえた啓発ビデオ（D〉D  

）を作成し，各団体や企業等で上映（提案）  

大分県  

○県，市町村の広報媒体による広報活動  

◎「町ぐるみ総動員献血者掘り起こし運動」  

宮崎県  県一市町村  

血液センター  

沖縄県   ○糖尿病関連検査等について周知し、献血で健康管理に役立て  市町村・血液センター・各団体   

ていただけるよう普及啓発を行う。  

鹿児島県  ◎企業や特定健診時等に資料等を配布し，献血への協力を求め  県・市町村・血液センター   

る。  

◎県や市町村の広報媒体による普及啓発  

③ボランティアの育成や地域組織との連携   
実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○ライオンズクラブを対象とした研修会の実施   学生献血推進協議会、各教育関係、ライオンズクラブ団体の  

○地域組織を対象とした血液センターの施設見学  代表者との意見交換会を行う。   

○学生献血推進協議会加盟校の促進、研修会の実施  

佐賀県   ○学生献血推進委員への研修，ライオンズクラブヘの研修   県・血液センター・ボランティア団体   

長崎県   O「学生献血推進サミット」等，学生ボランティア間の情報交   県・市町  

換の場を提供し 研修会を実施   日赤  

○イベント開催時，積極的にボランティア団体の協力を得る。   ボランティア団体   

熊本県   ○学生献血推進協議会の組織育成と研修の充実。   各大学学生会   
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大分県   ○地域商工会との連携   県商工会連合会及び各市町村商工会  

地域献血時前に商工会を訪問し，協力を依頼。関係先にボス  ライオンズクラブガバナー事務局及び所属各クラブ   

ターの掲示も依頼。  

○ライオンズクラブ会員施設見学会  

ライオンズクラブ会員の献血研修のための血液センター施設  

見学  

宮崎県   ○青少年赤十字嵩校生連絡協議会において、献血のビデオや血  日本赤十字社宮崎県支部・血液センター・教育委員会   

液センターの施設を見てもらい、献血についての理解を深め  

てもらう。  

沖縄県   ○ボランティア団体へ研修会や施設見学等で血液事業について   赤十字奉仕団  

の理解を深め、献血推進の取組協力依頼を行う。   ライオンズクラブ  

学生献血推進協議会   

鹿児島県  ○ライオンズクラブ，学生献血推進協議会等ボランティア団体  県・血液センター・ボランティア団体   

を対象とした献血推進セミナーの中で体験発表等を行い．血  

液事業について理解を深めてもらう。  

④献血ルーム及び献掘バスの機能面の充実   
実施事例または新たな方策   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○採血バス内にDVDを設置献血のPRやビデオ放映を行う。  

佐賀県   ○待合室等のリニューアルによる血液センターに訪れやすい雰  血液センター   

囲気作り  

○献血に使用する備品の軽量化による準備時間等の軽減  

長崎県   ○冬場の野外受け付けの防寒対策として，献血バスの天幕カバ  日赤  

－を活用  



熊本県   特になし  

大分県   特になし  

宮崎県   ○献血ルームについては平成20年3月に移転し，フロア面積  血液センター  

は前献血ルームの2．5倍。ベッド数14台整備。また．待ち  

時間を快適に過ごせるようインターネット環境も整備。  

沖縄県   なし  

鹿児島県  ○献血ルーム等に献血PR用大型電光（LED）掲示板を設置  血液センター   

○献血ルーム及び献血バスの環境整備（大学での献血において  

は，パラソルを献血バス周辺におき，飲み物やお菓子を提供  

し，参加し易い雰囲気を作っている。）  

⑤子育て中の方も献血しやすくなるエ夫  

実施事例または新たな方策としての提案事例   本事業を行うに当たっての連携・協力先  

都道府県名  （事業の取組みに当たって、重点を置く事柄を含む。）   （事業の取組みに当たって、連携・協力を必要とする  

団体等やその連携・協力を得るための方法。）   

福岡県   ○有資格者保育士のボランティア受入れ  市町村、ボランティアサークル   

専用のテントなどに託児コーナー設置  

○おもちゃの提供  

○公民館など子育て中の方が利用する施設にチラシ配架  

授乳期、出産後に献血可能となる時期について周知  

佐賀県   ○アニメD〉Dや絵本で楽しめるチャイルドコーナーを設けてい   血液センター  

る   （職員は採血などで忙しく，子どもをずっと見守る環境にない。  

保育士の派遣等があれば，いいのではないか。）   

長崎県   ○母体では，母親が献血中，子供用ビデオを放映し．その間は  日赤   

安心して献血できるようセンター職員が付き添う  
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熊本県   特になし   なし   

大分県   ◎献血ルームや出張採血所における託児所の設置（提案）  

宮崎県   ○キッズコーナー等の設置検討   血液センター   

沖縄県   現在検討中   なし   

鹿児島県  ○献血ルーム等へのアニメ・絵本などを備えたキッズコーナー  血液センター   

の設置  

※「予定事業の概要」欄：継続事業には○印、新規事業については◎印で表示すること。  

※「実施事例または新たな方策としての提案事例」欄：実施事例には○印、新たな方策としての提案事例については◎印で表示すること。  

※ 内容については、簡潔にとりまとめること。  
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学生キャンペーンおよび学生の   

取り組みの紹介について   

平成21年10月27日   

全国学生献血推進実行委員会  

実行委員長 太田 裕己   



‘（目次）  

1．全国学生献血推進実行委鼻会について  

2．全国学生クリスマス献血キャンペーンについて  

3．各都道府県の効果的な取り組み  

4．東京都の取り組み  

1．全国学生献血推進実行委員会について  

● 全国の7ブロック、計16名の学生献血推進メンバーによって構成された学  

生献血推進団体の全国代表組織。   

● 年に3回、学生間の意見交換と若年層に対する献血推進の普及を目的に会  

議を行い、全国統一のクリスマスキャンペーンに向けての話し合いや反省  

を行っている。   

● 年に1度、実行委員会主催のもと47都道府県の学生献血推進団体代表者が  

集まって交流を深める「代表者会議」が行われる。  

2．全国学生クリスマス献血キャンペーンについて  

（東京都の例を中心として）   

■ 冬場の血液不足の解消と、若年層への献血の理解と協力を促すことを目的   

として、12月に全国統一で行われるキャンペーン。   

■ 企画・運営を始めとして、献血の呼び掛け、装飾、受付、誘導、準傭や片   

づけに関して全て学生が主体となって行う。   

● 学生はサンタの衣装やけんけつちゃんの着ぐるみを着て呼びかけを行い、   

テント等もクリスマスー色に飾り付ける。   

■ 東京都では最近70～80名の学生ボランティアの参加があり、その数は   

増加傾向にある。   

■ 一人でも多くの方にご協力いただくために、各県趣向を凝らした取り組み  

やイベントを行っている。  

例：ペア献血、ハンドベル演奏、吹奏楽演奏、ガラボン抽選会、アートバル  

ーン・ 風船の配布、野球選手との記念撮影会  

■ 昨年度のキャンペーンでは全国で、受付13770名、献血10834名の方にご   

協力いただいた。   



（東京都のクリスマスキャンペーンの様子）   



3．各都道府県の効果的な取り組み  

◆ 献血ウイーク（北海道ブロック）   

→学生ボランティアに実際に献血をしてもらう週間を作り、献血の内容を知ってもらう。  

◆ 成分献血キャンペーン（近畿ブロック）   

→安定した血液を確保するために、一定の期間中毎月30本を目標に学生ボランティア  

が成分献血を行う。  

◆ ティッシュの事前配布（東北ブロック）   

→献血知識PRのためにティッシュにPRチラシを挟んで、キャンペーンの事前に配布。   

◆ メッセージを小児病棟へ寄贈（近畿ブロック）   

→メッセージボー ドをキャンペーン時に設置し、献血者の励ましの言葉を後日病院の小  

児病棟へ寄贈。   

◆ 博多どんたく祭りへの参加（福岡ブロック）   

→博多どんたく祭りにおいて、各県が呼び込み時に使っている衣装を着ながら献血の宣  

伝をして練り歩く。  

◆ 高校生への講義（福岡ブロック）   

→高校生を対象にして献血の詳しい知識や献血の重要性について講義を行う。  

◆ 1225献血キャンペーン（福岡ブロック）   

→ブロック全体で1225名の献血者を目指すキャンペーンを実施し、各県一丸とな  

って目標を目指すことで大幅な献血者増加につながる。   

◆ ラジオ出演、テレビ宣伝（諸ブロック）   

→学生がラジオに出演し、献血キャンペーンの宣伝と献血へのご協力を呼び掛ける。ま  

た、ニュースリリースをメディアに送付し、キャンペーンの様子をテレビに取り上げ  

てもらう。  

4．東京都の取り組み  

＞ 毎月の会議にて学生に向けた勉強会や DVD上映、血液センターの見学会を   

実施。   

＞ 呼び込みマニュアルを作成し、呼び込み時に心がけることや、献血の知識   

を呼びかけることをボランティアに意識させる。   

＞ 献血者のメッセージを貼り付けるカウントアップボードを設置。   

＞ 献血の現状について書いた説明ボードを設置。   

＞ 今年度から「患者さんのメッセージ」を献血者にお配りする予定。  

】
評
ド
ト
ト
．
．
り
「
＝
．
1
1
ト
ふ
≠
h
■
Ⅶ
川
－
 
1
 
－
 
 

L
樗
†
j
l
い
‖
h
藍
川
リ
 
ー
．
ト
 
 
 



カウントアップボード  説明ボード  

患者さんのメ ッセージ例  

旬   

現在白血病の治療を受けている30代の父親  
です  

紺血に偏「し‾r・．．r■たたいて仁【三．す ▲「亡丁・苫ケ 

白宣は白血病亡りl料l三杢更けてl∴■三∴三l・二・沃亡丁・⊥謂‾Fす  

今まで巨万か1こ且；ぎ・だ二．た碩 献血に打l【r1日ロ剋ヨ奉二．仁ら仁丁小勇気t■■r一榊  

、i階：l二足茸「璽ノ．∴＝七ほ牒巨l手せ．ち＿．でした：  

け打と 白1では矧繁tr【ていちか二．たJF－j乳こちり・台秤茸繋け三．よエりこ壬J  

二〔裾皿二‡ノす印さを紬町〔吏暫しし手≠右手ん巾勇気暫謙二悉劇苦して】Lま  

す  

fし・机皿すチ皿．牒Ⅳ点・ 白1にモ．し〔】L・T亡とてl頑コた頒古 汚された子  

澤たちはとうなってし圭子・■．丁・でしょラか・・   

退園∴‾〔売零」＝ち二・たら －ニ・摩は自立隼匡仁たノ・上古打トーこりこ何ナり轟「苦  

したl■ヒ警㌻∫て1．■■壬す  

由夫皿にご協力1一た王事寸当に市Llr】r・七三  

凸卜土工  

旬   

生かされた命大切に   

．’さ壬lこよ；L至言巨・た て一！葦とりまし．た   

こ子か■身性りニリ＝生白血病と喜≒断さわr四年 モの昆裾生活l才壮絶なら〔モ】で  

した。伴内には抗甘．一別肌壬′フされ 干魚副作用で棒は三t諷．  

・一勺月掛断責 日ケ血圧により蒜蝕：竪琴牽引粟 呼吸匡戦 白も⊇▲Lえに一 な  

り！ヱ中浩．；至宝′＝．皿坊m軋し市血球輸血や皿車脚－㌻j血杢続けなけす沃亘7．ゴ  

．1作付【Plト  

そし1一問 帥云声れ甘’・ほど■チ皿配信り阜あ世話にちL」ました〔．苦しむに巧’1キ  

を∴与にコれ、ril」血壬受けモちら副1t用▲・1・ニト嵩＝…「【－，L製剤廿ど．⊥ノ才に軒＿疇  

かたノ讐て．た二±圭一・．  

抑t引才甑自仁七し一打れて七童紺皿．二協¶＿て・た三った下11医療フニ  

「・二て鹿．指ですっ力l▼巨子は元旨二ぢリ ーニてほ高笹生ニ ラチビ一部て舌冒書し  

てl‖’盾す 呈か引▲lた軍茸千切にし圭す・  

壬Jl・  

⊥■  

5   
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帆◎診蟄診憩帆泥献血  輸
血
を
支
え
て
い
る
の
は
 
 

蓋
口
意
の
献
血
で
す
 
 
 

「アンパンマンのエキス」   
4
厳
の
男
刀
子
に
と
っ
て
、
1
0
 
 

カ
月
に
も
及
ん
だ
閑
病
生
穫
は
あ
 
 

ま
り
遠
な
も
の
で
し
た
ゥ
 
 
 

ウ
よ
】
「
チ
け
、
ん
が
坤
蓮
芽
稲
 
 

胸
慮
中
条
し
た
ゎ
が
1
g
9
9
 
 

年
秋
。
そ
の
償
瘍
の
大
き
さ
に
紹
 
 

胸
の
綻
叩
挨
軍
）
－
医
師
轟
 
 

く
ほ
ど
の
小
鬼
が
ん
で
し
た
ゥ
町
 
 

が
ん
剤
で
縮
小
さ
せ
て
か
・
実
J
な
 
 

過
酷
な
治
療
を
支
え
た
輸
血
 
 

あ
る
男
の
子
の
淵
病
記
 
 

催
エ
し
て
く
れ
た
人
た
も
に
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
】
と
、
‥
・
児
が
 
 

ん
と
た
た
か
っ
た
あ
る
男
の
子
の
お
母
さ
ん
が
日
本
赤
十
字
社
の
献
血
ル
ー
ム
に
メ
ッ
 
 

セ
ー
ジ
を
残
し
ま
し
た
。
椚
気
や
事
故
の
治
療
に
使
わ
れ
る
丘
瀬
は
、
献
血
に
よ
っ
て
 
 

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
献
血
者
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
近
年
て
す
が
、
そ
の
善
頼
 
 

が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
医
療
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
過
 
 

育
て
は
あ
り
ま
せ
ん
．
 
 

い
と
切
り
取
れ
な
い
。
杜
絶
 
 

な
た
た
か
い
が
姫
ま
り
ま
L
た
。
 
 
 

手
術
を
持
つ
間
、
何
の
冶
綬
も
 
 

し
な
け
れ
ば
「
‡
は
毯
せ
な
い
。
 
 

．
早
け
れ
ば
こ
こ
2
、
3
日
で
急
変
 
 

す
る
こ
と
ら
」
と
ま
で
声
わ
れ
ま
 
 

L
た
。
す
ぐ
に
開
始
さ
れ
た
抗
が
 
 

ん
剤
治
犀
ほ
、
り
ょ
う
す
け
く
ん
 
 

の
休
も
弱
ら
せ
ま
し
た
。
起
き
上
 
 

血の様子（1月27日から「ミ∴ント神戸」15陶へ移転）  

が
れ
な
く
な
る
ほ
ど
ぐ
っ
た
り
 
 

し
、
嘔
吐
ゆ
森
り
返
し
ま
し
た
。
 
 

が
ん
紙
胞
と
同
時
に
正
常
な
相
胸
 
 

が
障
れ
、
こ
れ
が
黍
票
夷
〓
す
 
 

る
訂
．
熊
性
さ
え
資
り
ま
し
た
。
 
 
 

そ
の
陣
に
必
要
と
な
っ
た
の
が
 
 

輸
血
で
1
責
。
持
去
戸
」
の
間
に
受
 
 

け
ー
梅
皿
は
5
0
回
墓
キ
1
画
 
 

の
贈
皿
で
酢
皿
書
8
人
カ
の
血
液
 
 

が
必
要
な
時
塞
n
嘉
し
た
。
 
 
 

J
廠
の
男
の
子
は
そ
の
こ
と
の
 
 

欝
味
せ
葺
し
て
い
ま
し
た
。
 
 
 

「
な
ん
で
皿
牽
入
れ
る
の
」
と
 
 

い
l
「
商
い
に
、
母
親
の
き
よ
み
さ
 
 

ん
は
こ
ん
な
哲
こ
声
長
。
 
 

「
体
の
由
の
バ
イ
雷
頼
す
た
め
 
 

に
ク
ス
リ
か
必
芋
や
ろ
。
そ
の
ク
 
 

ス
リ
は
り
ょ
・
「
チ
け
の
休
も
叩
く
 
 

か
ら
、
そ
れ
で
元
気
に
な
る
た
め
 
 

に
い
ろ
ん
な
人
か
ら
血
静
も
・
？
つ
 
 

ん
や
。
そ
の
後
は
自
分
の
力
で
元
 
 

気
に
な
る
ん
や
」
 
 
 

り
ょ
う
す
け
く
ん
は
こ
た
え
吏
 
 

牽蓮第あ買岩  

巨竜覧苧誓呈  
㌔牢  

費誓書畠豊を  
髪笛誓㌍ ○喜  

あ
り
が
と
う
の
 
 

気
持
ち
が
あ
ふ
れ
 
 

白
血
球
の
歓
が
ゼ
ロ
巨
指
r
。
 
 

こ
ん
な
鱒
体
誠
は
れ
慈
で
す
っ
 
 

で
も
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
エ
キ
ス
」
 
 

伊
達
入
さ
れ
る
と
、
元
気
そ
取
り
 
 

戻
し
果
し
た
。
 
 

一
度
、
病
院
へ
の
血
便
の
到
讐
 
 

が
十
ハ
博
に
連
れ
圭
し
た
。
こ
の
時
 
 

の
こ
と
が
、
の
ち
に
き
よ
み
さ
ん
 
 

が
公
甲
責
ブ
コ
｝
／
（
イ
ン
タ
ー
 
 

ネ
ッ
ト
上
の
一
－
毘
）
に
こ
う
つ
っ
 
 

，
ワ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

「
輸
血
を
」
な
け
ノ
れ
げ
節
、
胃
 
 

が
起
こ
っ
て
も
天
恩
請
じ
ゃ
た
 
 

い
。
で
も
な
か
っ
た
凸
 
言
丁
＼
－
 
 
 

〕
た
。
「
そ
う
か
。
ア
ン
パ
ン
マ
 
空
元
気
上
す
る
ア
ン
パ
ン
マ
ン
 
 

ン
の
エ
キ
ス
や
な
五
 
 

が
、
り
ょ
・
フ
す
け
く
ん
は
大
好
き
 
 

胃
宗
廃
整
禁
ぎ
せ
友
一
八
 
で
L
た
。
 
 
 

保
存
が
き
か
な
い
血
液
 
 

ち
て
い
る
た
ゆ
人
ご
み
へ
の
外
出
 
 

は
厳
廉
ウ
事
情
浄
重
し
た
島
地
 
 

と
水
族
館
が
朝
地
・
開
館
前
に
家
 
 

憲
い
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
 
 

ま
し
た
。
 
 

一
関
病
と
い
う
と
つ
ら
い
イ
メ
 
 

ー
ジ
が
あ
る
け
く
㈲
瓜
蔓
け
 
 

な
が
，
峯
ハ
顔
で
退
こ
せ
た
ん
で
す
 
 

l
か
ね
一
 
 

－
て
な
っ
て
か
ら
し
ば
，
ハ
そ
、
 
 

き
よ
み
さ
ん
は
句
も
す
る
気
が
延
 
 

こ
り
蓋
廿
え
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
 
 

の
妃
鷺
さ
え
あ
ま
”
‥
痍
っ
て
い
な
 
 

い
と
い
い
ま
す
。
・
－
カ
月
後
、
三
 
 

宮
に
あ
る
献
血
ル
」
ム
畏
れ
た
 
 

の
が
ほ
と
ん
ど
初
め
て
の
外
出
で
 
 

し
た
。
 
 
 

誉
呆
壷
彗
 
「
な
ぉ
に
、
こ
 
 

ん
な
に
た
く
さ
ん
つ
人
が
献
血
に
 
 

果
て
く
れ
て
い
卑
－
あ
り
が
と
う
 
 

っ
て
い
、
鼻
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
 
 

な
り
、
涙
が
山
芋
」
き
た
一
 
 
 

彗
陣
の
筑
分
村
血
で
は
『
既
に
 
 

針
宗
さ
れ
ま
す
。
撰
が
ふ
け
主
 
 

廿
「
へ
亮
師
が
し
き
り
に
「
璃
 
 

い
の
。
大
丈
夫
？
」
と
気
に
し
、
 
 

警
ふ
い
て
く
れ
ま
L
た
。
そ
の
 
 

がん治療にもっとも  

必要とされる輸血   

交i色事軍こなど不まわ三先菩などの時に一愉皿は必要  
です。一般にそのイメーーニノカ巧置く控〉りますが、冥際  

血事硬の便貞つれ方て：こま意外にも事故は少なく、もっと  
も輸血が逆夢な覇道は所気の治！欝です。不『気のうち  
半分ががん治房て二、㌻上 うすけくノしがたたかった神  

一章雰相胆饗もーその一つてごし／こ亡  

し旦嬰使用状況l  

ガホ血球，血小衝血しょうの与撃剤を含んでいます  

早
く
な
ん
と
か
ー
」
。
ず
っ
と
 
 

苦
し
が
っ
て
い
る
長
男
の
手
を
渡
 
 

り
し
め
な
が
ら
祈
る
こ
と
し
か
で
 
 

き
な
い
こ
の
歯
が
ゆ
さ
。
そ
し
て
 
 

深
夜
、
丸
一
日
経
っ
て
届
け
ら
れ
 
 

た
命
を
つ
な
ぐ
血
⊥
 
 
 

赤
血
球
の
ほ
か
に
血
小
板
鞭
皿
 
 

も
受
け
て
い
ま
し
た
。
血
小
板
は
 
 

献
血
さ
れ
た
時
点
か
亮
時
間
し
 
 

か
む
ち
ま
ず
ん
。
「
朋
嗅
ぎ
り
ぎ
 
 

り
と
い
う
こ
と
も
珂
度
か
あ
っ
 
 

た
」
 
盲
よ
み
さ
ん
）
 
 
 

赤
血
球
で
義
は
2
1
日
 
 

間
亡
長
期
保
存
が
て
き
な
い
た
め
、
 
 

ル
ー
ム
に
あ
っ
た
一
メ
ソ
セ
ー
ジ
 
 

ノ
I
上
に
そ
の
思
い
毒
し
ま
 
 

し
た
。
 
 
 

「
私
の
4
虎
の
長
萌
は
小
児
が
 
 

ん
で
す
。
1
0
カ
月
の
崇
生
活
の
 
 

末
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 
 

そ
の
間
、
み
な
さ
ま
の
称
皿
の
お
 
 

憂政義蛋獲転喜叢よ窪砺錘  

献血募集呼びか  

ける学生団体も   

R
韓
的
に
血
管
確
保
す
る
取
り
 
 

組
み
、
つ
ま
れ
穀
血
の
＃
集
が
欠
 
 

か
せ
ま
せ
ん
．
 
 
 

兵
庫
県
赤
十
童
血
梗
セ
ン
タ
1
 
 

（
神
戸
而
）
。
り
ょ
う
す
け
く
ん
 
 

の
「
命
空
つ
宣
＼
皿
」
は
薫
、
 
 

こ
こ
か
ら
入
院
す
る
病
院
に
届
け
 
 

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
 
 
 

同
セ
ン
タ
1
の
企
轟
広
報
係
 
 

の
毛
煉
も
と
子
さ
ん
は
「
ふ
だ
ん
 
 

〔
藤
力
い
た
だ
け
る
企
業
や
学
校
 
 

が
休
み
に
な
る
年
末
年
始
牽
含
む
 
 

冬
場
や
春
先
が
血
雁
不
足
に
な
り
 
 

が
ち
で
す
。
祥
一
コ
は
1
2
年
耶
に
凛
 
 

災
を
質
し
て
い
圭
モ
ー
昨
 
 

年
は
尼
崎
蓋
世
事
故
纂
ソ
ま
 
 

し
た
。
血
績
が
不
足
し
て
い
る
時
 
 

に
大
き
な
災
 
…
 
故
が
季
」
っ
 
 

た
ら
と
思
う
と
リ
ノ
と
し
ま
す
」
 
 

と
話
し
ま
す
。
 
 

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
の
子
は
 
 

輸
血
を
受
け
る
と
元
気
に
な
る
こ
 
 

こ
を
知
っ
て
い
て
『
ア
ン
パ
ン
マ
 
 

ン
の
二
キ
ス
だ
⊥
と
一
言
っ
て
い
 
 

ま
し
た
。
ど
ん
な
に
宥
り
か
と
 
 

・
2
と
一
首
っ
て
包
足
り
ま
せ
ん
。
 
 

今
で
も
病
院
で
は
、
多
く
の
子
ど
 
 

献
血
の
募
集
穆
希
う
の
は
己
友
 
 

赤
十
字
社
の
役
割
の
一
つ
で
す
 
 

が
、
各
皿
蒲
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
ぬ
 
 

員
の
ほ
か
、
ボ
フ
ン
テ
ィ
ア
の
存
 
 

在
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
 
 
 

大
学
生
で
は
会
豊
言
蔽
皿
推
 
 

海
港
】
蘭
会
笑
蓄
会
が
さ
ま
ぎ
 
 

ま
彗
イ
ヤ
ン
ペ
ー
ン
汚
動
菅
尾
 
 

開
署
年
層
の
献
血
義
少
傾
向
 
 

の
中
で
そ
の
活
動
に
大
き
な
期
 
 

待
が
暮
雲
ノ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

こ
の
1
2
月
に
は
恒
例
の
「
ク
リ
 
 宇生声陳血ボランティアが企画し1＝声状血の呼びかけ  

も
た
ち
が
輸
血
震
っ
て
ま
す
マ
 
 

こ
れ
か
ら
も
献
血
を
お
用
い
し
ま
 
 

す
。
も
ち
ろ
ん
私
も
来
主
す
」
（
 
 

郡
を
略
し
て
い
ま
す
）
 
 
 

献
血
ル
ー
ム
の
資
が
こ
れ
を
 
 

み
つ
け
、
ふ
七
七
叩
訪
れ
ト
」
き
よ
 
 

イ
ヴ
さ
ん
に
讃
牽
か
け
ま
し
た
。
 
 

一
そ
の
後
コ
ノ
ン
パ
ン
マ
ン
の
 
 

エ
キ
ス
』
は
、
小
冊
子
や
献
血
の
 
 

広
告
・
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
呼
び
か
 
 

け
墓
室
さ
ん
の
教
材
な
ど
 
 

に
◆
－
倭
っ
て
く
れ
て
い
主
す
。
亡
 
 

く
な
っ
た
後
ち
、
こ
う
し
て
み
な
 
 

さ
ま
に
可
変
が
っ
て
も
ら
え
る
な
 
 

ん
て
長
男
は
と
て
ボ
幸
せ
者
で
 
 

す
一
 
 
 

昨
鑑
パ
ン
「
一
ン
曇
、
ヨ
ら
 
 

の
プ
ロ
夕
空
公
印
。
一
メ
ッ
セ
ー
 
 

の
後
の
∈
鼻
の
こ
こ
や
こ
う
L
た
 
 

ジ
ノ
ー
こ
の
文
章
羊
こ
む
に
そ
 
 
 

経
緯
な
ノ
右
栢
〈
ノ
、
一
声
長
．
▼
こ
 
 

れ
が
人
気
フ
コ
ク
の
一
つ
に
｛
－
 
 

り
、
大
き
な
反
響
生
け
ぺ
）
声
た
。
 
 
 

「
コ
ノ
ン
パ
ン
マ
ン
の
こ
雪
ご
 
 

は
、
り
ょ
う
す
け
か
「
あ
り
が
と
 
 

■
之
っ
て
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
 
 

－
つ
と
患
っ
て
書
い
た
ん
で
す
。
い
 
 

ま
で
も
自
分
が
書
い
た
気
が
し
な
 
 

い
ん
で
す
よ
 
 

ス
マ
ス
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
 
 

全
国
で
展
印
し
声
し
た
ァ
季
員
長
 
 

の
南
澤
悪
さ
ん
は
地
元
・
香
川
 
 

で
こ
の
活
動
菅
引
っ
張
り
ま
し
 
 

た
。
 
 
 

「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
 
 

賢
帝
び
か
け
た
ん
で
す
が
、
 
 

1
8
1
人
の
ご
協
力
が
あ
り
ま
し
 
 

た
。
≠
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
も
1
 
 

4
1
1
へ
山
稜
て
ン
タ
l
り
1
ほ
、
 
 

若
い
人
が
呼
び
か
け
な
ど
に
診
m
 
 

す
る
と
革
血
暑
が
増
え
る
と
一
丁
っ
 
 

て
く
れ
ま
す
」
 
 
 

今
年
は
4
蟹
生
。
将
来
は
こ
h
 
 

っ
き
m
ン
し
イ
し
は
い
な
い
け
ノ
ヽ
人
 
 

の
た
め
に
な
る
仕
事
に
つ
き
た
 
 

い
一
。
 
 
 

同
会
の
委
員
長
か
ら
医
師
に
な
 
 

っ
た
の
が
中
村
抽
さ
ん
。
詞
在
は
 
 

至
院
の
2
伍
日
の
研
 
 

雲
■
、
丁
′
 
 
 

章
節
±
や
砺
整
票
」
出
亡
 
 

が
ひ
ど
く
て
緊
急
給
血
を
し
た
こ
 
 

と
お
杜
験
し
ま
し
た
。
人
工
血
相
 
 

の
研
究
が
進
ん
で
は
い
る
む
の
 
 

の
、
い
ま
だ
に
実
用
に
は
至
っ
て
 
 

い
な
い
た
め
、
皿
繹
に
頼
ら
ぎ
る
 
 

参
詣
な
い
。
患
者
さ
ん
雪
景
靂
 
 

に
す
る
よ
一
つ
に
な
っ
て
、
い
っ
そ
 
 

う
皿
稗
の
大
切
さ
が
実
感
で
き
 
 

た
。
い
ま
で
も
墓
の
ボ
ラ
 
 

ン
テ
ィ
ア
轟
け
て
い
ま
す
」
 
 
 

【平成17年。藁震都欄社保健局調べ）  




